
○論点整理表（令和４年度　公益通報等に関する裁判例の収集・分析業務）

整理番号・裁判所等 当事者 通報内容 通報証拠書類の持出し等 不利益な取扱い その他

№ 判決日 裁判所 原告等 被告等
その他関
係者

通報者
通報者
備考

通報先
主な通報内
容

通報内容の
真実性に関
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通報対象事実
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労働者又は事業者の損害賠償責任
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その他

控訴
・
上告
等

関係
裁判
例

1 平成19年９月11日 松山地裁 Ａ （ 警 察
官）

Ｂ（都道府
県）

－ 労働者 － 記者会見 偽造領収書
の作成などＢ
都道府県の
捜査費等不
正支出。

真実性を安
易に否定する
ことはできな
い。

－ － － － ①けん銃
保管
②配置転
換
③勤勉手
当の減額

①違法で
はない
②違法
③違法

①緊急性を総合考慮すると、その判
断が全くの事実の基礎を欠く、あるい
は社会通念上著しく妥当性を欠き、裁
量権の範囲を超え又は裁量権を濫用
してされたとまではいえない。
②記者会見直後にされたもので報
復として行われたことが推認され、Ｂ
主張の配置転換の理由は推認を覆さ
ず社会通念上著しく妥当性を欠く。
③Ａの成績の評定を下げることは社
会通念上著しく不合理である。

記者会見の取りやめの説
得行為等が「違法」となるか
は、内部告発内容の真実
性、告発の目的、告発の手
段・態様の相当性に照らして
説得行為の必要性、相当
性、説得行為により侵害され
る権利又は公益の程度など
を総合的に考慮して判断す
べき。

－ 説得行為等の一部、配置転換、勤
勉手当の減額は違法でＡが被った
精神的苦痛は軽微なものとはいえな
い。

慰謝料100万円 控訴 №４

2 平成19年10月30日 京都地裁 Ａ Ｂ社 労働組合 労働者 退職後６
か 月 の
通報

（１）労働
組合の全
支局長
（２）陸運
支局
（３）警察
署

会社ぐるみ
で白タク行為
がなされてい
る。

－ － 労働組合支
部委員長が
作成した労働
組合中央執
行委員長宛
ての文書を持
ち出した。

労働組合に
よる処分に相
当するものと
は評価すべき
ではない。

公益通報者保護
法が制定された趣
旨に鑑み。

雇止め 無効 もともとの問題行為への関与者であ
るＣを処分せずこれを指摘したＡ等の
みを処分するものとして不平等であ
り、著しく裁量を逸脱したものとして無
効と言わざるを得ない。

－ － － － 確定 －

3 平成19年11月21日 東京地裁 Ａ Ｂ１
Ｂ２

－ 退職者 退 職 後
約１か月
の通報

（１）東京
国税局
（２）取引
先代表者

不正請求に
よ り 裏 金 を
作っていた。

根幹部分で
事実と合致し
ている。

－ 資 料 を コ
ピーして持ち
出した。

本件告発は
正当行為とし
て違法性を阻
却する。

告発の手段・方
法は社会的相当
性を逸脱するもの
ではない。

－ － － － － 不法行為は成立しないので賠償責
任はない。

－ 確定 －

4 平成20年９月30日 高松高裁 B（都道府
県）

A （ 警 察
官）

－ 労働者 － 記者会見 偽造領収書
の作成などB
都道府県警
察の捜査費
等不正支出

－ － － － － ①けん銃
保管
②配置転
換
③勤勉手
当の減額

①違法で
はない
②違法
③違法

①けん銃保管は違法ではない。
②配置転換は明らかに社会通念上著
しく妥当性を欠き違法。
③勤勉手当の減額は社会通念上著し
く不合理で違法。

－ － 記者会見前の面会等の行為につ
いて、格別憲法21条１項や刑事訴訟
法239条２項あるいは公益通報者保
護法の趣旨に反する事由が存したと
は認め難いとして違法はない。

違法な配置転
換、勤勉手当の
減額を前提に、
慰謝料100万円
を認めた。

確定 №１

5 平成20年９月30日 東京地裁 Ａ Ｂ社 － 労働者 － Ｂ社 労働基本法５
条、15条、17
条、24条、27
条違反であ
る。

－ － － － － 解雇 無効 解雇事由が存在しない。 － － － 控訴 №７

【本資料に関する注記】
※　整理番号のナンバーは令和４年度「公益通報等に関する裁判例の収集・分析業務」における
　　「裁判例一覧表」記載の番号と一致する。
※　本資料掲載の公益通報者保護法をはじめとする法律の条数は、全て判決等の時点のもの。

Ａが公益通報と
称するものは、
証拠からは、そ
の事実が労働基
準法違反に当た
るかどうかはさて
おき、Ａの真意
は、Bに対し自己
の主張を通すた
めに、強調する
方法として労働
基準法違反を修
飾語として用い
ているにすぎず、
Bもこれに真摯に
対応していたと
は解されない。
本件解雇は、公
益通報をしたこと
によるものとはい
えない。
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6 平成20年11月10日 神戸地裁 Ａ Ｂ（司法書
士）

－ 労働者 － （１）法務
局
（２）司法
書士会

司法書士業
務に関しＢが
非弁行為を
行 っ て い る
（弁護士法72
条、77条３号
違反）。

真実相当性
あり。

該当 非弁行為の
証拠を持ち出
した。

本件持出し
自体を捉え
て、服務規律
違反その他
の非違行為
であるとして、
解雇その他
の不利益な
取扱いを行う
ことができな
い。

何らの証拠資料
もなしに公益通報
を行うことは困難
な場合が多いか
ら、公益通報のた
めに必要な証拠
書類（又はその写
し）の持出し行為
も、公益通報に付
随する行為とし
て、公益通報者保
護法による保護の
対象となる。

違法 これら一連の行為は、公益通報を
行ったＡに対し義務なき行為を強いた
上、Ａを職場で疎外し、Ａを職場から
排除しようとするものであり、公益通
報者保護法５条１項が禁止する「その
他不利益な取扱い」に該当する。

－ － － － 控訴 №12

7 平成21年３月17日 東京高裁 B社 A － 労働者 － Ｂ社 － － － － － － 解雇（第一
次解雇と
第二次解
雇の２度）

い ずれも
有効

第一次解雇も第二次解雇も客観的
に合理的な理由があり社会通念上も
相当と認められる。

－ － － 第二次解雇が
Ｂにおいて内部
告発や公益のた
めの通報を行っ
たことを理由とし
てなされたもので
ないことは明らか
である。

－ №５

8 平成21年４月20日 金沢地裁 Ａ （ 准 教
授）

Ｂ大学 － 労働者 － （１）Ｂ大
学
（２ ）Ｃ新
聞

Ｄ教授の業績
詐称

　判断せず。
Ｂ大学側も
調査結果を明
らかにしてい
ない。

－ － － － 診療停止
命令

無効 本件診療停止命令は、准教授の地
位を有するＡに看過し難い不利益をこ
とさらに課したということができ、上記
内部告発に対する制裁的意図に基づ
き懲戒手続を潜脱して行われたＡに対
する差別的取扱いと評価されてもや
むを得ない行為である。本件診療停
止命令は業務上の必要性を欠き、社
会通念上著しく合理性を欠くものとい
わざるを得ず、業務命令権を濫用する
ものとして無効であることは明らかで
ある。

－ － － － － －

9 平成21年９月８日 山口地裁
岩国支部

Ａ Ｂ協同組
合

－ 労働者 － 総代会 監事である
ＣがＢ協同組
合の貸付規
程に違反する
貸付けを行っ
た。

－ － 本件契約書
を 持 ち 出 し
た。

懲戒事由に
該当しない。

懲戒解雇という
最も峻厳な処分に
するための要件を
規定することに鑑
みれば、個人情報
を「漏らそうとし
た」の意義は厳格
に解すべきで、単
なる漏えい行為の
予備的な段階に
あるだけでは足り
ない。

①懲戒解
雇
②定年退
職後再雇
用しなかっ
た。

Ａの行為は本件就業規則63条１項
各号に該当する旨の適確な主張立証
がない。
ＡＢ間の定年後再雇用は、新たな労
働契約の締結であり、その内容に双
方の合意を要することが当然の前提
となっているとともに、Ｂ協同組合には
再雇用する者を選別し再雇用を拒否
することができる地位が留保されてい
る。

－ － － － 控訴 －①無効
②定年後
再 雇 用
は、新たな
労働契約
の締結で
あることが
明 ら か で
あり、その
内容につ
いて双方
の合意を
要すること
が当然の
前提となっ
ており、定
年後当然
に再雇用
されたとい
うことはで
きない。

・本件持出
しが違法
であったと
自認する
内容の書
面への署
名押印の
要求
・本件通報
や本件持
出しの理
由を問い
質し
・その返答
次第では
不利益な
措置を行う
かのような
通知書の
交付
・書類保管
場所の施
錠
・仕事に使
用するパ
ソコンを職
場 内 の
ネットワー
ク か ら 遮
断
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10 平成21年６月12日 東京地裁 Ａ Ｂ財団 － 労働者 － Ｂ財団の
理事長で
あるＣ

Ｂ財団の常
務理事による
パワハラ・セ
クハラ

基本的に真
実性のある文
書と評価する
のが相当。

－ － － － ①降格配
転
②諭旨解
雇

①②無効 Ｃにパワハラ・セクハラの事実を報
告したことは解雇事由に当たらない。
その他解雇事由とされた懲戒事由に
該当する事由はあるものの諭旨解雇
は重きに失し、客観的に合理的な理
由を欠き、社会通念上相当であるとは
認められず権利の濫用として無効で
ある。

総務部長であるＡが、パワ
ハラ・セクハラ窓口の設置さ
れていないＢ財団において
組織のトップである理事長に
是正を求めることは、その職
責に属するものと評価でき、
「内部告発」そのものと見る
のは正鵠を得ていない。事
実でない事柄を、不当な目
的で、不相当な方法で行うも
のであれば、違法なものとな
り、懲戒事由ともなり得る。

－ 本来Ｂ財団としてはＡの報告を真
摯に取り上げて、内部調査等を実施
した上で、常務理事に対する適切な
指導や処分を講ずるべきであったが
これをせず、本件降格人事を行い、
そして、無効な本件解雇をするに
至ったもので、かかる対応には少な
くとも過失があったと言わざるを得
ず、Ｂ財団はＡに対する不法行為責
任を負い、Ｂ財団の一連の措置に
よってＡが被った精神的苦痛に対す
る賠償をすべきであるとして慰謝料
50万円を認めた。

－ 控訴 －

11 平成21年８月31日 東京地裁 Ａ Ｂ１社
Ｂ２
Ｂ３
Ｂ４

－ 退職者 － Ｂ１社の
ホットライ
ン

通報者がＢ
１社から嫌が
らせと些細な
理由でまさに
解雇されよう
としている。

－ － － － － 解雇 有効 Ａは、本件解雇が内部告発に対する
不利益処分としての不当解雇であり、
公益通報者保護法３条違反により無
効であると主張するが、本件における
Ａに対する調査はB２のB３に対する相
談を端緒としており、かつB２がＡの内
部告発を了知していたことを認めるに
足りる証拠はないから、Ａの主張は理
由がない。

－ － － － 控訴 №16

12 平成21年10月16日 大阪高裁 B（司法書
士）

A － 労働者 － （１）法務
局
（２）司法
書士会

司法書士業
務に関しBが
非弁行為を
行 っ て い る
（弁護士法72
条、77条３号
違反）。

真実相当性
あり

該当 非弁行為の
証拠を持ち出
した。

通報に付随
する行為

因果関係の有無
は客観的に判断さ
れるべきであると
ころ、書類持出し
は、公益通報事項
の立証のためにな
されたものである
ことからすれば、
公益通報との間に
因果関係が認め
られる。

本 件 持
出 しが違
法であると
自認する
文書への
署名 、 公
益通報の
内容と理
由の開示
を強い た
上、Ａを職
場で疎外
しようとし
た。

違法 － 公益通報者保護法による
保護があるかどうかは、Ｂが
犯罪（非弁行為）を犯したと
「信じるに足りる相当の理由
がある」かどうかによって決
まる。Ａにおいて非弁行為が
されたと「信ずるに足りる相
当の理由」の下に本件通報
をしていることから公益通報
者保護法により保護される。

－ Ｂは、過失によって、公益通報者
保護法が禁ずる違法な行為（本件不
利益な取扱い）をしたものであるか
ら、民法709条により、本件不利益な
取扱いによってＡに生じた損害を賠
償すべき責任を負うことになるとし慰
謝料150万円弁護士費用20万円を
認めた。

－ 確定 №６

13 平成21年10月30日 佐賀地裁 Ａ（Ｂの職
員）

Ｂ（市区町
村）

Ｃ組合 労働者 市 区 町
村職員

（１ ）Ｃ組
合の理事
（２）市区
町村議会
議員

補助金の不
適正運用

　判断せず。
なお、都道
府県による常
例検査によっ
ても補助金に
係る不正は指
摘されておら
ず、Ａの補助
金受給に関
する詐欺罪で
の告発に基づ
く捜査の結果
は不起訴処
分となり不正
の事実は明ら
か と な ら な
かったとの指
摘あり。

－ 預金残高証
明書写しの交
付

必要があっ
たとは認めが
たい。

目的の関係でい
えば、口座番号等
も記載された上記
写しを渡すまでの
必要があったとは
認め難い（預金残
高の多さを問題に
するのであれば、
Ｃ組合の総会資料
でも代替できたは
ずである。）。

停 職 ２ か
月

有効 地方公務員法34条１項（一部行為は
Ｂ市区町村個人情報保護条例３条２
項）に違反し、これにより公務の運営
に重大な支障を生じさせたものである
こと、仮に公益通報が目的であったと
しても、必要やむを得ない漏えい行為
であったとは認め難いこと等から、停
職２か月という懲戒処分が重きに失す
ると認めるに足りる事情は見当たらな
い。

仮に、相当な根拠に基づ
き、不正が疑われる場合で
あって、その不正を内部のし
かるべき機関（例えば、上司
など）に伝えたが、正当な理
由なく調査等がされず、やむ
なく外部に通報するという場
合、すなわち、公益目的を有
すると認め得る場合であっ
たとしても、その手段として、
個人情報や企業情報等の秘
密を伝える場合には、その
目的を達成する上で、必要
やむを得ない場合に限られ
るというべきであって、それ
を超える場合には、たとえ目
的それ自体が正当であって
も、手段としての相当性を欠
き、正当化されないと解する
のが相当である。

－ 請求棄却 勤務先の不正
を通報するもの
ではないことか
ら、公益通報者
保護法２条１項
の要件を欠く（な
お、いずれにせ
よ本件自体は公
益通報者保護法
施行前の事案で
ある）。

－ －

14 平成22年１月15日 東京地裁 Ａ Ｂ社
Ｂ１
Ｂ２

Ｃ社 労働者 － Ｂ社コン
プラ イア
ンス室

Ｂ社の取引
先であるＣ社
から二人目の
転職者が、転
職とともに受
注の「おみや
げ」を持ってく
る行為を上司
Ｂ２に通報し
た。

－ 公益通報者保
護法にいう「通
報対象事実」に
該当する通報が
あったものと認
めることはでき
ない。

－ － － 配転命令 有効 業務上の必要性、人員選択の合理
性を認めることができること、転勤が
なく賃金減額を伴う地位の降格も証拠
上認められない本件配転によってＡが
被る不利益はわずかである。
Ａの主張する公益通報者保護法違反
その他違法不当な目的・動機がＢ１に
認められない。

－ － 請求棄却 － 控訴 №24
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15 平成22年１月25日 神戸地裁 Ａ Ｂ社 － 労働者 － （１）Ｂの
コ ン プ ラ
イアンス
委員会
（２）国の
行政機関
のホットラ
イン
（３）報道
機関

資格の不正
取得

（ＢはＡの内
部通報が不
当なものであ
るとの主張は
しておらず、Ａ
の内部通報
の正当性及
び保護要件
の有無は本
件の争点で
はない。）

－ － － － 派遣命令 有効 派遣命令には必要性、合理性が認
められ、Ａの内部通報に対する報復と
してされた事実を認めるには足りず、
その他権利の濫用に当たるということ
もできない。

－ － 請求棄却 － － －

16 平成22年２月18日 東京高裁 Ａ Ｂ２
Ｂ３

Ｂ１社 退職者 － Ｂ１社ホッ
トライン

通報者Ａが一
審被告Ｂ１社
から嫌がらせ
と些細な理由
でまさに解雇
されようとして
いる。

－ Ａが主張する
告発の内容(上
司から嫌がらせ
を受けて解雇さ
れそうな状況で
あること)は、通
報対象事実に
該当しない。

－ － － 解雇 － － － － － － － №11

17 平成22年３月18日 大阪地裁 Ａ Ｂ社 Ｃ社（Ｂ社
の親会社）

労働者 － Ｃ社の内
部統制担
当取締役
や代表取
締役

Ｂ社の代表
者の不正（横
領や不正経
理等）

真実相当性
なし

一部の通報事
実は犯罪事実
の適示であり通
報対象事実に
該当する。

－ － － 懲戒解雇 有効 真実相当性が認められない事実
は、Ｂ社の代表者の人格や職務遂行
上の公正さ、さらには廉潔さを疑わせ
るものであるばかりでなく、犯罪行為
を行っている旨の摘示も含まれてお
り、極めて悪質な讒言（ざんげん）とも
言えるものであり、また、被告Ｂの会
社運営について、不正や不公正なこと
が行われている旨の事実摘示も含ま
れていることを踏まえ、懲戒解雇する
ことは、客観的に合理的な理由があ
り、社会通念上相当と認められる。

公益通報者保護法の適用
がなくとも、通報した事実に
ついて、そのような事実が真
実であると信じるにつき相当
な理由があれば、通報した
事実を理由に懲戒解雇する
ことは、客観的に合理的な
理由を欠き、社会通念上相
当であると認められず、権利
の濫用であって無効である
（労働契約法15条、16条）。

－ － － － －

18 平成22年６月23日 大阪地裁 Ａ Ｂ社 － 労働者 － Ｃ都道府
県警察

不明朗な会
計処理につい
て告発に値す
るかどうかを
相談。

－ － － － － 懲戒解雇
（予備的に
普通解雇）

無効 解雇の原因事実について、現段階
においていずれも客観的に合理的な
解雇理由に関する事実の疎明が十分
であるとは言い難く、解雇権ないし懲
戒権を濫用するもので無効（Ｂ社は、
Ａが虚偽の事実をもってＢ社の取締役
及び監査役を告訴したことを解雇理由
として主張したが、判決は、Ａが自身
が保有する資料に基づいて告発に値
するか否かを相談した事実のみ認定
した。）。

－ － － － 確定 －

4 / 24 ページ



整理番号・裁判所等 当事者 通報内容 通報証拠書類の持出し等 不利益な取扱い その他

№ 判決日 裁判所 原告等 被告等
その他関
係者

通報者
通報者
備考

通報先
主な通報内
容

通報内容の
真実性に関
する判断

通報対象事実
該当性に関する

判断

持出し等の行
為の内容

持出し等の行
為に関する判

断
判断の理由

不利益な
取扱いの
内容

不利益な
取扱いに
関する判
断

判断の理由
その他公益通報者保護法の

解釈に関する判断

立証責
任等に
関する
判断

労働者又は事業者の損害賠償責任
に関する判断

その他

控訴
・
上告
等

関係
裁判
例

平成23年１月28日 東京地裁 １ 内部告発については、
内部告発事実についての真
実ないし真実相当性、目的
の公益性、手段・態様の相
当性などを総合考慮して、内
部告発が正当と認められる
場合には、誠実義務等を定
めた就業規則違反行為の違
法性は阻却され、懲戒解雇
は客観的に合理的な理由を
欠くことになる。
　２　Ａは、専ら自らの身分す
なわち本件雇用契約上の地
位を保全する意図の下、偶
さか知り合いになった週刊
誌の記者に対して、本件内
部告発を行うに至ったもの
で、Ａは、少なくともＢ法人の
経営改善等公益的要素を主
たる目的として本件内部告
発を実行したものとはいい
難く、結局、本件内部告発に
上記目的の公益性は認めら
れない。
３ 本件内部告発先の週
刊誌の記者は、Ｂ法人に対
する反対取材（本件内部告
発の裏付け取材）を全く行わ
ないまま本件週刊誌を発刊
しており、このような取材手
法に基づき本件各記事を本
件週刊誌上に執筆した上記
週刊誌の記者ないしは同誌
の公刊元は、少なくとも本件
に関する限り、「その者に対
し当該通報対象事実を通報
することがその発生又はこ
れによる被害の拡大を防止
するために必要であると認
められる者」には当たらな
い。Ａは、Ｂ法人の内部にお
いて、その経営改善等に向
け然るべき努力をしようとし
ないまま本件内部告発に及
んでおり、本件内部告発は、
手段・態様の相当性にも欠
ける同取材手法に基づき本
件各記事を本件週刊誌上に
執筆した記者ないしは同誌
の公刊元は、少なくとも本件
に関する限り、「その者に対
し当該通報対象事実を通報
することがその発生又はこ
れによる被害の拡大を防止
するために必要であると認
められる者」に当たらない。

有効懲戒解雇－ マスコミＡ Ｂ法人（学
校法人）
Ｂ１
Ｂ２
Ｂ３
Ｂ４
Ｂ５

Ｃ
Ｄ
Ｅ

退職者 － － 公益性が認めら
れない。

控訴 №25－ －いずれも真実
相当性なし

－そもそも公益
通報者保護法
が保護の対象と
する同法２条３
項所定の「通報
対 象 事 実 」 と
は、同法２条別
表に掲記の通
報対象法律に
おいて犯罪行為
として規定され
ている事実と犯
罪行為と関連す
る法令違反行為
として規定され
ている事実に限
定されており、
通報対象法律
以外の法律に
規定された犯罪
行為やその犯
罪行為と関連す
る法令違反行為
の事実、通報対
象法律において
最終的にその実
効性が刑罰によ
り担保されてい
ない規定に違反
する行為の事実
は該当しないも
のと解されると
ころ、Ａは、単に
本件内部告発
事実が任務違
反行為であると
主張するだけ
で、その法令違
反行為が、いか
なる通報対象法
律において犯罪
行為として規定
される事実と関
連する法令違反
行為であるのか
を全く明らかに
していない。

労働者は雇用契約上使用者に対し
て誠実義務を負っているのであるか
ら、仮に企業内に看過し難い不正行
為が行われていることを察知したとし
ても、まず企業内部において当該不
正行為の是正に向け努力すべきで
あって、これをしないまま内部告発を
行うことは、企業経営に打撃を与える
行為として誠実義務違反の評価は免
れない。

19 ①Ｃは、退
職金規程にな
いルールを、
役員報酬規
程の細則に
特例を設ける
形で勝手に、
しかも施行期
日を遡って、
正規の手続を
経ないで作成
した。
②Ｃは、自
分が招聘した
国の機関ＯＢ
のＤに理事長
を譲ると同時
に、自らは顧
問として残れ
るよう再雇用
の契約書を部
下に命じて起
案させ、自分
で決裁した。
③Ｃは、Ｅの
遺産２億円余
りを原資に「Ｄ
センター」なる
ものの設立構
想をぶち上げ
た。
➃Ａは、平
成21年２月こ
ろ、一方的に
「辞めろ」と言
われ、つい先
ごろもＣに呼
び出され、「お
前のようなや
つ は面汚 し
だ。」などと罵
倒された。ま
たＤも最近は
何回 も辞め
ろ、辞めろと
言ってくる。
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20 平成23年２月２日 松江地裁 Ａ Ｂ協同組
合

Ｃ共済 労働者 － （１）共済
本部損害
調査本部
部長等
（２）国の
機関の通
報窓口

共済規約違
反及び契約
偽装問題

－ － 解雇 無効 客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められるから、
その権限を濫用したものである。

Ａの情報取得行為の目的
は公益通報のためだけでな
く、自らの労働条件を有利に
するためなど私益も混在して
いた可能性は否定できない
が、仮にそうであったとして
も結論は左右されない。

－ － － 控訴 №33

21 平成23年３月30日 東京地裁 Ａ （ 税 理
士）

Ｂ（公認会
計士事務
所代表）

Ｃ社（Ｂの
顧客）

労働者 － Ｃ社の取
締役

Ｃ社の代表
取締役 らが
600万円の資
金流出を行っ
ていたこと。

－ － 守秘義務を
負うデータを
抜き出した。

Ｃ社の内部
資料を外部に
配布しその秘
密を漏洩した
という事情は
認め ら れ な
い。Ａが持ち
出した資料の
内容及びこれ
によりＣ社に
生じた弊害等
は明らかでな
い。

－ 解雇（20年
解除 と 22
年解除の
２度）

20年解除
無効
22年解除
有効

Ａによる本件無断持出等が、解除雇
事由に該当し20年解除に合理的理由
があると認めることは困難である。
Ａによる本件勧誘、信用毀損行為、
抜出行為は、いずれもＢとの労働契約
上の信頼関係を著しく損なうものであ
るというべきであり、22年解除は、客
観的に合理的な理由があり、社会通
念上相当であると認められ、有効であ
る。

－ － － － 控訴 №29

22 平成23年５月30日 東京地裁 Ａ Ｂ１社
Ｂ２社
Ｂ３社

－ 労働者 － Ｃ市区町
村

　Ｂ３社がＤ社
にＣ市区町村
からの委託業
務であるＥス
ポ ー ツ セ ン
ターの管理業
務を丸投げし
ていること。

－ － － － － 再雇用し
ない

有効 ＢらにおいてＡが公益通報者である
と認識していたと推認することはでき
ず、他にこれを認めるに足りる証拠は
ない。
ＡはＢ２社の従業員のＦに対して公
益通報をしたことを告げた旨を主張す
るが、Ｆが、末端の現場担当者であ
り、Ｄ社と業務上の関係がないことか
らすると、仮にＡがＦに上記事実を告
げたとしても、ＦからＢらの担当者にそ
の旨が伝えられ、その結果として、再
雇用の手続において原告Ａが不利益
な扱いを受けたことを認めるに足りる
証拠はない。

－ － － － － －

上司が自ら
使用するパソ
コンを起動さ
せた状態で席
を 外 し た 隙
に、同人に無
断で同パソコ
ンを操作し、
デスクトップ
上に保存され
ていた複数の
ファイルをＡ
所有のUSＢメ
モリーに複写
して同情報を
取得した。

Ａは、公益
通報のために
上記各データ
を持ち出した
旨主張する
が、これを認
めるに足りる
具体的な主
張・立証はな
い。

Ｂ協同組合又は
Ｃ共済における契
約偽装問題を行
政機関に通報す
る際の資料であっ
たと推認でき、内
部通報の資料とし
て持ち出す必要性
も高かった。Ａに
秘匿されるような
内容のものでな
い。国の機関に対
する通報以外に
外部に流出した事
実を認めるに足り
る証拠がない。Ｂ
協同組合に情報
流出による具体的
損害が発生した事
実を認めるに足り
る証拠はなく、む
しろ法令違反行為
の是正、抑止につ
ながるなど、Ｂ協
同組合又はＣ共済
にと っ て利益と
なったともいえるこ
と、Ａが情報取得
行為を行った平成
20年８月頃まで十
分な是正措置や
再発防止策が取
られなかったこと
を考慮すれば、Ａ
の情報取得行為
の違法性は相当
程度減殺されると
いうべきである。
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平成23年６月21日 東京地裁 －－ 解雇 － 各通報が専ら公益を図る
目的でなされたと認めるに
は疑問がある。

－（１）取引
先
（２）監督
行政機関

Ａ社の製造
する液卵の原
料に腐敗した
鶏卵が含まれ
ている等

Ｂが適示し
た真実の重
要部分が真
実であるとは
認 め ら れ な
い。Ｂが真実
であると信じ
たことについ
て相当な理由
があるとも認
められない。

本件各通報の内容が広く市場にお
いて販売される食品の原材料の安
全性という公共の利害に関するもの
であることからすると、本件各通報
が専ら公益を図ることを目的として
おり、摘示された事実がその重要な
部分について真実であると証明され
た場合には、その違法性が阻却され
る。仮に事実の重要な部分について
真実であるとの証明がないときで
も、Ｂにおいて本件各通報で摘示し
た事実の重要な部分を真実であると
信じたことに相当の理由があれば、
故意又は過失が否定され、不法行
為は成立しない。

－ －Ａ社のＢに対す
る損害賠償請求
の う ち 、 損 害
3,403万5786円、
弁護士費用350
万円について認
容した。

－ －－ 労働者 －Ａ社 Ｂ23 本件製品の原
料として６か月
以上保管された
卵が使用される
ことがあったこと
は認められる
が、それらの原
料卵が冷蔵され
ないままで保管
されていたこと
を認めるに足り
る証拠はない。
原料卵の保管
方法に全く問題
がなかったとも
言えないが、倉
庫温度は８℃以
下であること、
卵の貯卵はＡ社
以外の液卵製
造業者において
も行われている
こと等を考慮す
ると、直ちに本
件工場の原卵
冷蔵庫で相当
期間保管された
原料卵に腐敗あ
るいは腐敗寸前
のものが多く含
まれていたと推
認することまで
はできない。腐
敗卵は洗卵室
で目視や洗卵
水槽における浮
沈を利用して不
良卵の選別が
なされ、腐敗卵
はこの段階で除
去されるもので
あると推認され
ること、割卵前
に除去されずに
割卵された不良
卵はオペレー
ターにより目視
で異常が認めら
れれば除去さ
れ、除去のため
必要があればラ
インを止めて作
業されることか
らすると、原料
に適さない腐敗
した卵等がサー
ジタンクに混入
したとは認めら
れない。
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24 平成23年８月31日 東京高裁 Ａ Ｂ社
Ｂ１
Ｂ２

Ｃ社 労働者 － （１）Ｂ２
（２）Ｂ社
コ ン プ ラ
イアンス
室

Ｂ社の取引
先であるＣか
ら二人目の転
職者が、転職
とともに受注
の 「 お み や
げ」を持ってく
る行為を上司
Ｂ２に通報し
た。

－ － － － － 配転命令 無効 － － 第１配転命令及び第２配転命令
は、いずれもＢ１が人事権を濫用し
たものであり、第３配転命令もその
影響下で行われたもので、Ａに昇
格・昇給の機会を事実上失わせ、人
格的評価を貶めるという不利益を課
すものであるから、Ｂ１の上記行為
は、不法行為法上も違法。

損害賠償（慰謝
料 ） 176 万 0900
円、賞与減額分
23万9100円、弁
護士費用20万円

上告 №14

25 平成23年９月22日 東京高裁 Ａ Ｂ法人（学
校法人）

Ｃ
Ｄ
Ｅ

退職者 － マスコミ － 真実相当性
なし

原審の判断を
是認した。

－ － － 懲戒解雇 有効 原審の判断を是認した。 － － － 保身や腹いせ
により内部告発
をするのであれ
ば、自ら積極的
に行動するとま
ではいえないか
ら本件内部告発
に公益の目的が
あるとはいえな
い。
手段・態様の相
当性が欠ける。

－ №19

26 平成24年４月26日 東京地裁 Ａ Ｂ法人（学
校法人）

Ｃ（Ｂ法人
の理事）

労働者 － （１）Ｂ法
人
（２）東京
地検
（３）マス
コミ

　Ｃらによる公
金流用

－ － － － － 部長職
から係長
職に降格
人事され
たことによ
り定年退
職 と な っ
た。

有効 ①報酬基準改正に手続上の不備が
あるとしても軽微なものであり何らか
の法規に反するものではない。②懲
戒処分が自らの保身目的又は個人的
報復の動機・目的でなされたと認める
証拠はない。③本件懲戒処分によっ
て結果として定年退職となったにすぎ
ない。降格を回避して従前どおり管理
職の地位に止めておかなければなら
ない理由はない。

－ － － － － －

27 平成24年６月15日 大阪高裁 Ａ Ｂ社 － 労働者 － コ ン プ ラ
イアンス・
ホットライ
ン

Ａが雇用を
拒否されたこ
とについての
相談

－ － － － － 就労拒否 － 通報内容の調査は、あくまで通報
者、相談者のプライバシーを厳守する
ことを前提としての調査に限定される
べきものであり、そのことによって十分
な調査が行えないとしても、それは制
度が本来予定していることであるとい
える。

－ － － 損害賠償（慰謝
料）30万円

－ －

28 平成24年８月29日 大阪地裁 Ａ（市区町
村職員）

Ｂ（市区町
村長）

－ 労働者 － （１）市区
町村議会
議員
（２）マス
メディア

事務職員が
河川清掃中
に拾い上げた
物を再利用し
ている。中に
は現金も拾得
物としてあり、
それは職員で
分けたりして
いる。
事務所の業
務状況を撮影
した映像を提
供した。

－ － － － － 懲戒免職 無効 Ａにおいても各事実を招いたことに
ついては応分の帰責事由が認められ
ること、Ａが内部告発を行った結果、
前提事実の調査が行われ、当該行為
及び陸ゴミ等に係る違法又は不適正
な取扱いの実態が明らかとなり、清掃
作業中に発見された物等の取扱いが
明確化されるなど、その是正が図られ
たものであって、この点は、懲戒処分
の選択に当たりＡに有利な事情として
考慮すべき。

－ － － － － －

29 平成24年９月14日 東京高裁 Ａ （ 税 理
士）

Ｂ（公認会
計士事務
所の代表）

Ｃ社（Ｂの
顧客）

－ － Ｃ社の取
締役

Ｃ社の代表
取締役 らが
600万円の資
金流出を行っ
ていたこと。

－ Ａは、Ｂの「労
働者」ではない
し、紛争の実態
が明らかではな
く、「通報対象事
実」が存在する
のか明確ではな
い。

Ｃ 社 の 帳
票、元帳、議
事録及び契
約書等の各
書類持ち出し
て株主らに交
付した。

－ － （雇用契約
を前提とし
た）20年解
除

有効 　労働者性がない。
通報対象事実が存在するのか明確
でない。
公益通報者保護法が予定する態様
を超えたより積極的なものであるだけ
でなく、目的の正当性にも疑問がない
わけではないから同法の適用がある
とはいえない。

－ － － － 上告 №21

①第１配転命令は、Ｂ１において、Ｃ
社から転職者の受入れができなかっ
たことにつき控訴人Ａの言動がその一
因となっているものと考え、Ｂ社の信
用の失墜を防ぐためにしたＡの本件内
部通報等の行為に反感を抱いて、本
来の業務上の必要性とは無関係にし
たものであって、その動機において不
当なもので、内部通報による不利益な
取扱いを禁止した運用規定にも反す
るものであり、第２及び第３配転命令
も、いわば第１配転命令の延長線上
で、同様に業務上の必要性とは無関
係にされたものであること、②第１ない
し第３配転命令によって配置された職
務の担当者としてＡを選択したことに
は疑問があること、③第１ないし第３
配転命令はＡに相当な経済的・精神
的不利益を与えるものであることなど
の事情が認められるから、第１ないし
第３配転命令は、いずれも人事権の
濫用である。
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30 平成24年10月26日 東京地裁 Ａ Ｂ１社
Ｂ２
（Ｂ１社の
人事本部
長）

－ 労働者 － マスメディ
ア

セクシャル
ハラスメント、
従業員に自
社製品を強制
購入させる行
為

マスメディア
に対する情報
提供は根幹
的な部分で真
実性ないし真
実と信ずるに
つき相当な理
由が認められ
ない。

－ － － － 懲戒解雇 有効 Ａのマスメディアに対する情報提供
には、目的の公益性が認められず、
根幹的な部分で真実性ないし真実と
信ずるにつき相当な理由が認められ
ないといえるから、その手段・態様の
相当性等、他の要素を検討するまでも
なく、それを理由とする本件懲戒解雇
を解雇権の濫用と評価できない。

労働審判手続で和解案検
討中というタイミングでのＡ
のマスメディアに対する情報
提供の主たる目的が、Ｂ１社
の業務改善等の公益目的で
あったと認めることはでき
ず、むしろ、自己の立場を有
利にするため世論を味方に
付けようという目的であった
とみるのが相当である。

－ － － － －

31 平成25年１月18日 東京地裁 Ａ Ｂ社 － 労働者 － Ｂ社 他の従業員
が麻薬を使用
している

事実無根 － － － － 普通解雇 有効 内部通報したことを理由とした解雇
ではなく、調査をした結果、麻薬使用
の事実がない旨を伝え、今後問題行
為をしないように注意指導したにもか
かわらず問題行動を続けたことを理由
とするもので内部通報したことによる
解雇ではない。

－ － － － 確定 －

平成25年３月26日 東京地裁 自らの法務室への異動希望を実現
させるという個人的な目的のために蒸
し返して通報・告発を行ったものであり
不正な目的をもってなされていること
は明らかである。

33 平成25年10月23日 広島高裁
松江支部

Ｂ協同組
合

Ａ － 労働者 － （１）Ｂ協
同組合本
部の監査
室
（２）国の
行政機関
の公益通
報窓口

Ｂ協同組合
は、規約によ
れば共済契
約者及びその
配偶者等と同
居していない
子の所有する
自動車は被
共済自動車と
することがで
きないのに、
別居している
子の所有する
自動車を被共
済自動車とす
る自動車共済
契約を締結
し、損害につ
いて共済金が
支払われてい
ること。

契約偽装問
題はほぼ解
決していた。

－ 事務局長の
パソコンを操
作してＵＳＢメ
モリーに複写
した。

問題につい
ては既に解決
していたので
ありデータを
不正に取得
する必要がな
かった。

公益通報する目
的でデータを取得
したとは認められ
ない。むしろ、要
求や意見を受け
入れさせるために
不利に情報を入
手することを目的
として不正にデー
タの取得を繰り返
した。

普通解雇 有効 データを取得したことは信頼関係を
失わしめるに足りる違法ないし不当な
ものというべきである。

－ － － － － №20

－ ①出勤停
止 ５ 日間
の懲戒処
分
②解雇

① ② と も
有効

－公益通報者保護法は、公
益通報を行った労働者を、
それを理由とした不利益な
取扱いを禁じることにより保
護するものであり、公益通報
を受けた事業者がその通報
に対して採るべき措置につ
いてまで保障するものでな
い【注：旧法下における判
示。】。確かに、同法の趣旨
からして、事業者のコンプラ
イアンスの増進という動機以
外の動機が存すること自体
をもって、その適用を否定す
るのは相当ではなく、かつ、
再度の公益通報であること
自体をもって、その適用を否
定することは慎重であるべき
である。しかしながら、他方
で、このような公益通報につ
いては、たとえ事業者内部
における再度の通報であっ
たとしても、多かれ少なか
れ、その通報内容を理解、
吟味し、ある程度の調査が
必要になる場合もあるなど、
相応の対応を要求されるも
のであって、業務の支障とな
る側面があることは否定でき
ず、ときに組織としての明確
な意思決定を迫られることも
あることからすれば、これが
無制限に許されると解する
のは相当ではない。したがっ
て、少なくとも、本件のよう
に、いったん是正勧告、関係
者らに対する厳重注意という
形で決着をみた通報内容に
ついて、長期間を経過した
後に、専ら他の目的を実現
するために再度通報するよ
うな場合において、これを
「不正の目的」に出たものと
認めることには、何ら問題が
ない。

－ － － －Ａ Ｂ社 － － －32 （１）内部
通報室
（２ ）Ｃ地
方検察庁

－ 労働者 － 部品の展開
図の発注につ
いて既に購入
済の不要なデ
ジタルイラスト
が大量に発
注されている
ことが背任罪
に該当するこ
と及び他社へ
の委託が偽
装請負である
こと。

内部通報によ
り是正措置済
み

9 / 24 ページ



整理番号・裁判所等 当事者 通報内容 通報証拠書類の持出し等 不利益な取扱い その他

№ 判決日 裁判所 原告等 被告等
その他関
係者

通報者
通報者
備考

通報先
主な通報内
容

通報内容の
真実性に関
する判断

通報対象事実
該当性に関する

判断

持出し等の行
為の内容

持出し等の行
為に関する判

断
判断の理由

不利益な
取扱いの
内容

不利益な
取扱いに
関する判
断

判断の理由
その他公益通報者保護法の

解釈に関する判断

立証責
任等に
関する
判断

労働者又は事業者の損害賠償責任
に関する判断

その他

控訴
・
上告
等

関係
裁判
例

34 平成25年12月11日 千葉地裁 Ａ（医師） Ｂ（都道府
県）

Ｃ部長 労働者 － 上司 歯科医師の
医科麻酔科
研修の問題
点

真実 － － － － 手術麻
酔の担当
か ら 外 さ
れた

違法 Ｃ部長が手術室予定表を作成する
権限は、専門性の高い公立医療機関
である本件センターの職員である手術
管理部長が、本件センターにおける一
切の手術の担当麻酔医を定めるもの
であって、適切な医療行為の提供、有
能な麻酔医の指導育成等の見地から
行使すべきものであり、職員相互間の
個人的な報復の手段に用いることは
許されず、権限を濫用するものであ
る。

－ － 損害賠償（慰謝料）50万円 － 控訴 №35

35 平成26年５月21日 東京高裁 Ｂ（都道府
県）

Ａ Ｃ部長 労働者 － 上司 歯科医師の
医科麻酔科
研修の問題
点

真実 － － － － 手術麻
酔の担当
か ら 外 さ
れた

違法 原審の判断を是認した。 － － 損害賠償（慰謝料）30万円 － － №34

36 平成26年５月30日 徳島地裁 Ａ１
Ａ２

Ｂ １ 法 人
（社会福祉
法人）
Ｂ２

－ 労働者 － Ｃ （ 都 道
府県）

Ｂ１法人の
施設の事業
運営、利用者
の処遇、職員
の勤務状況
等について

－ － － － － ①けん責
処分
②けん責
処分内容
の掲示継
続

有効 － － － － － 控訴 №44

37 平成26年９月11日 東京地裁 Ａ（自衛隊
員）

Ｂ（国） － 労働者 － 国（大臣） 基準を満た
さないにもか
かわらず虚偽
の功績による
褒章の上申
がされている
事実

－ － － － － 停職 ６ 日
間

有効 Ａの無断押印行為は上官に対する
反抗不服従に該当し、これにより事務
処理に多大な支障を来たしたことが容
易に推認でき、その動機・目的につい
ては確信的であり利己的と評価されて
もやむを得ない。その悪質性に鑑み
れば、裁量権の濫用、逸脱があるとは
認められない。

－ ＡのＢに対する損害賠償請求は棄
却された。

「公益通報達」＝
「公益通報の処
理及び公益通報
者の保護に関す
る達上記達」（※
内部規程の意）

控訴 №40

38 平成27年１月14日 東京地裁 Ａ Ｂ社（配食
サー ビス
業者）

－ 労働者 － Ｃ保健所 店舗の不衛
生な状況に関
する事実、食
中毒の危険
性 が あ る こ
と、従業員の
食品衛生に
対する意識が
低いことに関
連する事実

全くの虚偽
であると言い
切れるかにつ
いては疑問が
ある。

－ － － － 懲戒解雇 無効 解雇理由は客観的に合理的な理由
とは認められず、Ａの言い分を聴取す
る手続なども経ているとは評価し難い
ことからすれば、本件解雇は社会通
念上も相当といえず権利を濫用したも
のとして無効。

内部告発の有効性と解雇
の効力について、①真実又
は真実相当性、②目的の公
益性、③手段又は態様の相
当性を総合的に考慮して、
労働者の行った通報が正当
と認められる場合には、通
報の違法性は阻却され、こ
れを理由とする懲戒解雇
は、客観的に合理的な理由
を欠き、社会通念上も相当と
はいえず、無効になる。
本件では、真実相当性を
認めたほか、私利私怨目的
を否定し、手段態様も相当
性を欠くとまではいえない。

－ － － 控訴 －

本件処分の意図が本件公
益通報をしたＡへの報復な
いしは不利益な取扱いとし
て行われたとは認められ
ず、他にこれを認めるに足り
る証拠はない。公益通報達
がフォローアップ制度を定め
ている趣旨は、実際には公
益通報を理由とした不利益
を受けているにもかかわら
ず、その事実が発覚しないこ
とによって権利が侵害されて
いる者を発見しこれを救済
することにあると考えられ
る。しかるに、Ａは、褒章上
申の不正行為を本件公益通
報に先行して各所で主張し
ているほか、自らが不利益
取扱いを受けていると考え
る様々な事実を国の行政機
関に伝えていることが認めら
れるところ、公益通報達の
フォローアップ制度が想定す
る状況下にＡが置かれてい
るとはいえない。
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39 平成27年１月23日 東京地裁 Ａ Ｂ財団法
人

－ 労働者 － Ｂ財団法
人
国（省庁）

理事による
詐欺、背任、
業務上横領
の行為
専務理事及
び事務局長
の背任

（内部通報
について）Ａ
が、その当時
において通報
事実があると
思料したとし
ても不合理と
はいい難い。

－ － － － 懲戒解雇
（第１次解
雇から第３
次解雇ま
である）

い ずれも
無効

第１次解雇については懲戒事由が
ない（公益通報に及んだことが、懲戒
解雇事由を定める就業規則所定の素
行不良に該当するとまでは認めること
ができない）。
第２次解雇、第３次解雇はＡへの弁
明の機会の付与などそもそも手続保
障がなく、それだけでも肯認し難く、ま
た、懲戒解雇をもって臨むべき事由と
まで認めるのは困難。

公益通報に意趣返しの側
面があったこともうかがわれ
ないではない。しかし、その
通報内容自体、全く理由なし
とするものでないことは前記
のとおりであり、上記のよう
なメールがなされていたから
といって、Ａらが殊更不正の
目的で同通報に及んだもの
とは認め難い。

－ （Ｂ財団法人のＡに対する債務不
履行又は不法行為に基づく損害賠
償は）公益通報が根拠のないもので
あったとはいえず、不正の目的によ
るものともいえない、被告Ｂはこれに
真摯に対応をすべきものといえるの
であり、Ａのかかる行為に債務不履
行又は不法行為が成立するというこ
とはできない。

－ 控訴 －

40 平成27年１月28日 東京高裁 Ａ（自衛隊
員）

Ｂ（国） － 労働者 － 国（大臣） 基準を満た
さないにもか
かわらず虚偽
の功績による
褒章の上申
がされている
事実

－ － － － － 停職 ６ 日
間

有効 原判決を是認。また、懲戒処分の対
象となる規律違反をした者が公益通
報をしたからといって、公益通報の対
象とは別個の当該規律違反に対する
懲戒処分をすることが許されないと解
すべき理由はない。

－ － 原判決の判断を是認。そもそも本
件においてはＡの法律上保護された
利益が侵害されたとはいえず、本件
公益通報に対する回答後にＡに対し
て同通報による不利益に関する聞き
取りが行われなかったとしても、これ
をもって、人事部がＡに対して負担
する職務上の法的義務に違背したと
も、Ａの法律上保護された利益が侵
害されたともいうことはできない。

－ 上告 №37

41 平成27年２月16日 徳島地裁 Ａ Ｂ（都道府
県）

－ 労働者 － Ｂの監察
局

①係長によ
るパワハラ
②係長によ
りセクハラ
③係長が職
務上のPＣに
わいせつな画
像 ・ 動 画 の
データを保存

－ － － － － 配置転換 有効 Ｂの人事において事実上の傾向が
あるとしても、それに反する人事が直
ちに人事に係る裁量権の逸脱である
とか、当該人事の目的が差別的、報
復的で、不当な意図を有すると推認で
きるとかということはできない。本件処
分に係る不当な意図ないし理由の事
実を認めるに足りる証拠はない。

－ － ①通報ではなく相談として取り扱
い、パワハラ・セクハラ問題について
調査やＡに対する報告等を行わな
かったこと、②申出の事実を県上層
部に漏えいしたこと、③ＵＳＢメモ
リーをＡに返還しなかったことが違法
であるとの主張について、①はＡが
申出を事後的に取り下げているこ
と、②は漏えいが認められないこと、
③は代替USＢメモリーを返還してい
る等の事情から違法性がない。

ＡのＢに対する
損害賠償請求は
棄却された。

控訴 №49

42 平成27年11月11日 東京地裁 Ａ Ｂ社 － 労働者 － （１）Ｂ社
の本社
（２）Ｂ社
の訴訟代
理人
（３）元売
会 社 （ Ｂ
社の取引
先）
（４）Ｂ社
の顧客

①顧客に対
するガソリン
代金の水増し
請求
②油外商品
の空売り

①②いずれ
についても真
実性は認めな
かった。
①について
は真実相当
性を認めた。

－ － － － ①自宅待
機命令
②懲戒解
雇

① ② と も
有効

懲戒事由①（他の従業員の業務妨
害）、②（油外販売に取り組んでいな
いこと）、③（不正の告発）の各事実を
認定し、懲戒事由③は告発の主たる
目的がＡの私的な利益を図るもので
あったというべきことや本件告発の態
様等に照らせば、労働者が負っている
誠実義務に著しく違反するものと評価
するべきであり、本件告発が契機と
なって本件過剰請求が明らかになり、
Ｂによる不適切なガソリン代金請求が
是正されたことを十分斟酌しても、そ
の情状は悪い。

内部告発の目的は私的な
利益を図る目的と言わざる
を得ず、本件告発に公益性
があったと認めることはでき
ない。また、告発態様も相当
なものと認めることはできな
い。
元売りに対する通報につ
いては、告発する必要性が
あったとは認め難く、告発態
様も相当なものということは
できない。

－ － － － －

43 平成28年1月14日 東京地裁 Ａ Ｂ社 Ｃ（顧問） 労働者 － Ｃ（顧問） 虚偽記載、
経常利益見
込みのかさ上
げ公表等

真実である
と信ずるにつ
いて相当な理
由があったと
認めることは
できない。

－ － － － ①配転命
令
②降格処
分
③出向命
令
④懲戒解
雇

①有効
②有効
③無効
④無効

①本件配転命令は、業務上の必要
性を有するものといえ、これがＡに著
しい不利益を負わせるものと解すべき
事情も認められない。
②降格処分については、Ａが本件告
発状を作成し、これをＣに交付した目
的が正当性を欠き、内部告発の手段
としての相当性も欠くもので、名誉毀
損・秘密漏洩行為に当たり、有効。
③Ｂ社において、Ａを重要な機密情
報を取り扱わない部署に再配置する
必要があったことは認められるもの
の、Ｄ営業所所長という役職は、業務
内容の観点からみてＡの配置転換先
としての合理性を欠く。
④Ａが無効な出向命令に従わなかっ
たことをもって懲戒事由に当たるとす
ることはできない。

－ － － － 控訴 №50
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44 平成28年１月21日 高松高裁 Ａ１
Ａ２

Ｂ １ 法 人
（社会福祉
法人）
Ｂ２

－ 労働者 － Ｃ都道府
県

Ｂ１法人の
施設の事業
運営、利用者
の処遇、職員
の勤務状況
等について

－ － － － － ①けん責
処分
②けん責
処分内容
を記載した
書面の掲
示を継続

①適法
②違法

①解雇に追い込む目的でなされたと
はいえずけん責処分は適法。
②対象行為は形式的な違背に留ま
るもので、書面を掲示しこれを継続し
てきたことは合理性・相当性を欠き不
当な目的によるものである。

Ａらの内部通報が、公益通
報者保護法２条所定の不正
な目的によるものではなかっ
たと認められる。
Ａらの内部通報が虚偽で
あることを理由に解雇をする
ことを協議することについて
は、公益通報者保護法が公
益通報を理由とする解雇や
不利益な取扱いを禁止する
趣旨に反するものである。

－ － 本件けん責処
分の掲示に関す
る控訴人Ａ２の
損害（慰謝料）30
万円、弁護士費
用３万円。

－ №36

45 平成28年３月30日 福井地裁 Ａ１
Ａ２

Ｂ信用金
庫（訴訟承
継人）

－ 労働者 － － － － － Ａらは、職
務上の必要も
権限もないの
に、Ｂ理事長
ら の メ ー ル
ファイルに無
断で 2,400 回
以上アクセス
を行い、メー
ルに添付され
ていた機密文
書を閲覧した
上で、当該機
密文書を印
刷した。

公益通報を
す る目的で
メールファイ
ルへのアクセ
ス等を行った
とするＡらの
供述は容易
には採用する
こ と が で き
ず、他にこれ
を認めるに足
りる証拠はな
い。

①異動命
令
②懲戒解
雇

①②ともに
有効

①本件異動命令の発令等が、Ａらに
対する報復・制裁を目的とする不当な
退職勧奨であるとは認められない。
②本件懲戒解雇の理由とされたＡら
の行為は、金融機関としての信用を
損ね、事業の遂行を著しく困難ならし
める危険を有するものといえ、不正ア
クセス等の期間、回数、範囲等をも考
慮すると、その非違行為の態様及び
結果は重大であると評価せざるを得
ず、手続に不備もないことから、懲戒
権を濫用してしたものとは認められな
い。

－ － 本件異動命令の発令等及び本件
懲戒解雇は、いずれも不法行為に
当たるとはいえないから、Ａらの不法
行為に基づく損害賠償請求は理由
がない。

控訴 №51

46 平成28年４月25日 千葉地裁
木更津支部

Ａ１(教頭）
Ａ２（弁護
士）

Ｂ １ 法 人
（ 学 校 法
人）
Ｂ２
Ｂ３
Ｂ４
Ｂ５

－ 労働者 － （１）Ｂ１法
人（業務
監 査 請
求）
（２）Ｃ（都
道府県）

寄付金流用
の疑い な ど
（横領、背任
の疑いなど）

－ － － － － ①懲戒解
雇（予備的
に普通解
雇）
②自宅待
機命令
③給与の
不支給

①無効
②有効
③無効

①いずれの解雇事由も解雇事由が
認められないか認められても解雇権
の濫用であって無効。
②自宅待機命令は手続的保障も欠
いておらず不必要に長く引き延ばした
ということもできないから、使用者の有
する業務命令権に基づく正当な行為
である。
③Ａ１に就労の意思がなかったとは
いえないから正当な理由なく給与の支
払を拒んだものである。

－ － － 控訴 №53解雇は無効と評価すべきではある
ものの、就業規則違反を疑わせる事
実自体は存在しており、手続も履践
され、解雇の目的、態様についても
悪質と評価できるものではないこと
等からすれば、著しく社会的相当性
に欠けるとはいえず、Ｂ１法人にも不
法行為が成立するとはいえない。告
発状には、背任の疑いがあるなどと
明記されておらず、Ａ１自身が理事
になりたい旨の記載があったことか
ら、Ａ１には不正の利益を得る目的
があり、本件告発には公益通報者
保護法は適用されないと考えたもの
と認められるところ、このようなＢ４の
判断には一定の合理性が認められ
るから、Ｂ４が、公益通報者保護法
によって本件告発が保護されてＡ１
に対する不利益処分が無効となると
の助言をＢ２にしなかったとしても、
Ａ１に対する不法行為が成立すると
はいえない。

Ａらは、酒造会
社に対する不正
融資の問題等に
ついて、警察署
に告発の相談に
行ったことがあっ
たが、不正アクセ
スにより取得した
資料を持参も提
出もしなかった。
また、Ａらが印
刷した資料には
酒造会社の件と
はおよそ無関係
と思われるもの
が多く、不正融資
とも全く関連性の
ないものさえ含ま
れていた。

本件アクセス等
の客観的・具体的
な状況は、不正融
資に関する資料
の取得が目的で
あったとするＡら
の供述等と必ずし
も符合するもので
はなく、加えて、Ａ
らは、本件懲戒解
雇に至るまで、警
察からの求めが
あっても、本件ア
クセス等によって
取得した資料を警
察等には一切提
出していないな
ど、上記資料が公
益通報の目的に
供されたことを裏
付ける客観的な事
情や的確な証拠
は見当たらない。
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47 平成28年６月６日 松江地裁 Ａ Ｂ（国） Ｃ 共 済組
合

労働者 － （１ ）Ｃ共
済組合
（２）国の
行政機関

Ｃ共済組合
Ｄ都道府県支
部における自
動車共済規
約違反の事
実及び自動
車共済契約
偽装の事実

通報対象に
係る各問題が
あったことに
争いなし。

通報対象事実
に当たる。

事務局長の
PＣから無断
で複数ファイ
ルをＡ所有の
ＵＳＢメモリー
に複写し、同
情報を秘密
裏に取得 し
た。

－ － ①雇止め
②解雇

①労働
審判で無
効が確定
②別訴
で有効が
確定

－ － － 公益通報が迅
速かつ適切に処
理される利益は
公益通報者に
とって法律上保
護された利益と
はいえない。

控訴 №56

48 平成28年６月16日 さいたま地裁
川越支部

Ａ Ｂ学校法
人

－ 労働者 － Ｃ厚生局 Ｂ学校法人
にて虚偽の出
席簿が作られ
ている。

虚偽の申告
と は い え な
い。

－ － － － 懲戒解雇 無効 懲戒解雇事由の存在が認められ
ず、客観的に合理的な理由を欠く。

－ － － 損害賠償 30 万
円、弁護士費用
３万円

控訴 №62

49 平成28年７月21日 高松高裁 Ａ Ｂ（都道府
県）

－ 労働者 － ⑴Ｂ監察
局
⑵都道府
県警察
⑶新聞社

①係長によ
るパワハラ
②係長によ
るセクハラ
③係長が職
務上のPＣに
わいせつな画
像 ・ 動 画 の
データを保存

本件データ
は、刑法175
条所定のわ
いせつ物に該
当し、係長に
より、職員十
数名が閲覧
することがで
きる本件共有
フォルダに本
件データが保
存されたこと
からして、Ａ
が、通報対象
事実が生じて
いると信ずる
に足りる相当
な理由があ
る。

本件刑事告発
は、行政機関に
対する通報対象
事実の通報に
当たり、通報対
象事実が生じて
いると信ずるに
足りる相当な理
由がある場合、
公益通報に該
当する。

－ － － 配置転換
（ 転 任 処
分）

有効 本件処分は、転任処分であって、係
長に昇任させないという不作為が複
合したものではなく、転任処分を命じ
ることは、任命権者の裁量に委ねられ
ているところ、任命権者に裁量権の逸
脱、濫用があるとは認められず、適法
である。

Ｂの任命権者が、本件刑
事告発等の事実を、係長職
への適格性に関わる控訴人
Ａの能力についての消極的
要素として考慮していること
からして、公益通報者保護
法３条３号イ所定の不利益
な取扱いを受けると信ずる
に足りる相当の理由があっ
たと認められ、同号所定の
外部への公益通報に該当す
る。

－ 任命権者が係長に昇任させるか否
かを判断する過程で刑事告発等の
事実をＡに不利益に考慮したこと
は、その一部は公益通報者保護法
の趣旨に基づき適用すべき地方公
務員法15条、17条に違反したもので
違法性がある。

慰謝料10万円 － №41

50 平成28年８月24日 東京高裁 Ａ Ｂ社 Ｃ（顧問） 労働者 － 役職員 虚偽記載、
経常利益見
込みのかさ上
げ公表等

真実である
と信ずるにつ
いて相当な理
由があったと
認めることは
できない。

－ － － － ①配転命
令
②降格処
分
③出向命
令
④懲戒解
雇

①有効
②有効
③無効
④無効

出向命令は人事権を濫用した違法
なものとは認められないとしたが、配
置転換先としてはあまりに不相応であ
り、懲戒する趣旨で発せられたとの評
価は免れないとした原判決の判断は
相当である。

－ － － － 上告 №43

Ａは、従前から、Ｃ共済Ｄ
都道府県支部ないしＣ共済
に対し、度々本件各問題の
改善ないし解決を求めて働
きかけを続けていたが、Ｃ共
済の対応が不十分であると
考え、各問題の改善ないし
解決を求めて本件通報を
行ったものと認められるか
ら、本件通報は「不正の目
的」によることなくなされたも
のである。また、Ｂは、Ａが
本件通報の前後に、不正な
目的で、Ｃ共済Ｄ都道府県
支部から不正にデータを取
得することを繰り返していた
と主張し、このことからすれ
ば、本件通報の目的も「不正
の利益を得る目的」であった
と推認されるとの趣旨の主
張をしているが、仮に不正な
方法でデータを取得していた
事実が認められたとしても、
そのことから直ちに本件通
報の目的自体が不正の目的
によるものであると言えるも
のでもない。
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・
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等
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例

51 平成28年９月14日 名古屋高裁
金沢支部

Ａ１
Ａ２

Ｂ信用金
庫（訴訟承
継人）

－ 労働者 － Ｃ警察署 旧信金の不
正融資問題
（判決では、
主な相談内
容は不正融
資以外の案
件であって、
せいぜい告
発のための
相談をしたに
すぎないと認
定 さ れ て い
る）

－ － 公益通報目
的は認められ
ない

原審の認定内容
に加え、Ａらが懲
戒解雇を承認する
旨の決議がされる
と突如として代理
人を通じて公益通
報目的であったと
主張し始めてお
り、その主張の変
遷について合理的
な理由があるとは
認められない。

①異動命
令
②懲戒解
雇

① ② と も
有効

　原審の認定判断を相当とした。 － － － ＡのＢに対する
損害賠償請求は
棄却された。

－ №45

52 平成28年10月７日 東京地裁 Ａ Ｂ社 Ｃ社（Ｂ社
の親会社）

労働者 － （１）国（Ｄ
都道府県
労働局、
労働基準
監督署）
（２ ）Ｃ社
コ ン プ ラ
イアンス
担当部署

　　偽装請負
労使協定

の周知手続
の不実施

Ｄ都道府県
労働局から是
正指導を受け
ており争いは
ない。

－ － － － ①降格・減
棒
②裁量労
働制から
適用除外
③普通解
雇

①有効
②無効
③有効

①偽装請負申告とは無関係に決定
されており、懲戒権の濫用はない。
②無効（労働者の同意がなく健康及
び福祉のための措置として合理的で
もない）。
③（一部解雇理由とすることが許さ
れない行為を除いても）解雇は客観的
な合理的な理由を備え、かつ、社会通
念上相当なものである。

Ｄ都道府県労働局の調査
の端緒がＡからの情報提供
によることを調査することを
意図してＡが回答に応じない
ことを予想しつつ質問票に
対する回答をＡに強く求めた
として、それに対するＡの回
答拒否は正当な理由がある
（労働者派遣法49条の3に基
づく申告を理由とする不利益
な取扱いから保護される法
律上の権利があり、申告者
の秘密や個人情報も保護さ
れることが重要）。

－ － － 控訴 №59

53 平成28年12月７日 東京高裁 Ａ１(教頭）
Ａ２（弁護
士）

Ｂ１学校法
人
Ｂ２
Ｂ３
Ｂ４
Ｂ５

－ 労働者 － （１）Ｂ１学
校 法 人
（業務監
査請求）
（２）Ｃ（都
道府県）

寄付金流用
の疑い な ど
（横領、背任
の疑いなど）

真実相当性を
否定

－ － － － ①懲戒解
雇（予備的
に普通解
雇）
②自宅待
機命令
③給与の
不支給

①②③い
ずれも有
効（解雇は
懲戒解雇
は無効 、
普通解雇
は有効）

本件解雇が社会通念条相当性を欠
くものとは認められず、公益通報者保
護法３条の適用があるとも認められな
い。

－ － ＡらのＢらに対する損害賠償請求
はいずれも棄却された。

－ － №46

54 平成29年１月20日 静岡地裁 Ａ Ｂ１学校法
人
Ｂ２
Ｂ３
Ｂ４

－ 労働者 － Ｃ地方検
察庁

補助金の不
正受給を捜査
機関に告発
することなど
を断念するよ
う強要し、そ
の強要を事前
に共謀してい
たこと

Ａは、本件
告訴事実とし
た強要の事
実が存在しな
いことについ
て、慎重に検
討すれば十
分認識し得た
にもかかわら
ず、検討不十
分なままに本
件告訴を行っ
たと評価する
ことができ、Ａ
が本件告訴
事実が存在し
たと信じるに
つき相当な理
由があるとい
うことはでき
ない。

－ － － － 解雇 無効 Ａは、捜査機関に対して本件告訴を
行ったものの、本件告訴を行ったこと
をマスコミその他の外部に公表したわ
けではなく、本件告訴によって現実に
Ｂ1の名誉や信用が害されたと認める
には至らないから、Ａが本件告訴した
ことが、懲戒解雇の事由に該当すると
いうことはできない。

－ － － － 控訴 №61

職務上の必
要も権限もな
いのに、Ｂの
理事長らの
メールファイ
ルに無断で
2,400回以上
アクセスを行
い、メールに
添付されてい
た機密文書を
閲 覧 し た上
で、当該機密
文書を印刷し
た。
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55 平成29年２月14日 東京地裁 Ａ Ｂ Ｃ（都道府
県）

労働者 － （１）内部
通報 （上
司）
（２）Ｃ（都
道府県）

サービス付
き高齢者向け
住宅の目的
外使用

－ － － － － ①配転命
令
②減給
③自宅待
機
④解雇

①～④い
ずれも無
効

　Ａを施設長職から解くことについて業
務上の必要性を基礎付けると認めら
れる。もっとも、そのことが、Ａが施設
長としておよそ不適格であることを示
唆するとはいえないし、また、営業活
動面において、本件配転命令に係る
業務上の必要性を基礎付ける事情が
あるとも認められないから、Ａの不利
益の内容に照らし、降格に相当する職
種変更及び減給を伴うような配転を行
う相当な理由があるとは認めがたい。
無効な配転命令をＡが拒否したことが
懲戒解雇事由に該当するとはいえな
い。

－ － － － － －

56 平成29年２月27日 広島高裁
松江支部

Ａ Ｂ（国） Ｃ 共 済組
合

労働者 － （１ ）Ｃ共
済組合
（２）国の
行政機関

Ｃ共済組合
Ｄ都道府県支
部における自
動車共済規
約違反の事
実及び自動
車共済契約
偽装の事実

通報対象に
係る各問題が
あったことに
争いなし。

通報対象事実
に当たる。

事務局長の
PＣから無断
で複数ファイ
ルを控訴人Ａ
所有のＵＳＢ
メモリーに複
写し、同情報
を秘密裏に取
得した。

－ － ①雇止め
②解雇

①労働審
判で無効
が確定
②別訴で
有効が確
定

－ 公益通報者保護法10条の
行政機関の調査・是正措置
義務は、事業者の法令遵守
促進という保護法の公益目
的から規定されているもので
あり、調査が必要かどうかや
措置が適当かどうかについ
ては、当該調査・措置権限を
有する行政機関の裁量が認
められ、公益通報者の通報
は職権発動を促す端緒にす
ぎず、公益通報者に調査・是
正措置請求権を認めたもの
とは解されない。

－ 国の行政機関の職員らが本件通
報を公益通報と取り扱わずに放置し
たとしても、Ａに対する職務上の法
的義務に違反し、Ａの法律上保護さ
れた利益を侵害したものとはいえな
い。

－ － №47

57 平成29年３月29日 岡山地裁 Ａ Ｂ大学（公
立大学法
人）
Ｂ１
Ｂ２
Ｂ３

Ｃ記者 労働者 － （１）Ｂ大
学
（２ ）Ｃ記
者 （ Ａ は
否認）

Ｂ大学入学
実技試験採
点結果の改ざ
ん

Ａが通報内
容が真実であ
ると信じるに
つき正当な理
由があったも
のと認定する
ことができる
ため情報提
供行為には
違法性が認
められない。

－ － － － ①授業等
禁止命令
②停職 ３
か月

①違法
②無効

①本件情報提供は正当な行為と認
められるから、授業等禁止命令は、正
当な理由なくＢ大学の教授であるＡに
その職責である授業等を禁止するも
のである。
②（本件情報提供の非違行為該当
性や授業等禁止命令違反の非違行
為該当性等を前提とする）本件停職
処分はその前提である処分事由の重
要な部分を欠くものであり、もはや相
当性を肯定することができない。

－ － 本件停職処分や授業等禁止命令
を理由とするＢらへの不法行為に基
づく損害賠償請求を棄却した。

－ 控訴 №66

58 平成29年３月30日 金沢地裁 Ａ （ 准 教
授）

Ｂ１（教授）
Ｂ ２ 大 学
（国立大学
法人）

－ 労働者 － Ｂ２ Ｂ１による不
正会計処理
Ｂ１の原告Ａ
に対するハラ
スメント行為

Ｂ１による不
正会計処理を
認定
Ｂ１によるハ
ラスメント行
為については
一部を認定

－ － － － 一部違法 Ｂ１によるハラスメント行為について
は、本件教室の主任としての権限を
逸脱又は濫用した違法な行為である
と認められる。虚偽の被害届の提出
については、不法行為法上違法と評
価されるものであることは明らかであ
る。

－ － 　Ｂ１の違法行為として認定された行
為のうち、虚偽の被害届の提出以外
の行為については、国家賠償法１条
１項にいう「公権力の行使」及び「職
務の執行について」に当たることか
ら、公務員個人であるＢ１は責任を
負わない。

Ａと
Ｂ１と
の 訴
訟 に
つ い
て 控
訴

－Ｂ１によ
るハラスメ
ン ト 行 為
（経費の執
行を妨害、
プリンター
の使用を
妨 害 、 共
同研究か
ら排除、狭
隘な研究
室 を 割 り
当 て 、 共
用スペー
スの利用
を妨害、教
育活動の
妨害 、 名
誉の毀損
など）

Ｂ１のＡに対す
る不法行為に基
づく損害賠償とし
て慰謝料150万
円＋弁護士費用
15万円。
Ｂ２大学のＡに
対する債務不履
行に基づく損害
賠償として慰謝
料50万円＋弁護
士費用５万円。
Ｂ２大学のＡに
対する国家賠償
法１条１項ないし
民法715条に基
づく損害賠償とし
て慰謝料150万
円＋弁護士費用
15万円。
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59 平成29年６月１日 東京高裁 Ａ Ｂ社 Ｃ社（Ｂ社
の親会社）

労働者 － （１ ）Ｄ都
道府県
（２ ）Ｃ社
コ ン プ ラ
イアンス
担当部署

Ｄ都道府県
労働局に対し
ては偽装請
負の事実
Ｃ社コンプラ
イアンス本部
へは上司らか
ら暴力による
脅迫行為を受
けたこと、入
館カードの返
却を拒んだこ
とから業務命
令違反を認定
され降格及び
降給の懲戒
処分を受けた
こと、パワー
ハラスメント
の事実

原審の判断を
是認。

原審の判断を是
認。

－ － － ①降格
②裁量労
働制から
の除外
③解雇

①有効
②無効
③有効

　原審の判断を是認。
加えて、本件における偽装請負申告
という公益通報の重要性や通報者で
あるＡの保護の必要性の点を考慮し
ても、前記認定のＡの著しく不良な言
動や態度等に鑑みれば、本件解雇
は、客観的かつ合理的な理由を備え
た社会通念上相当なものというべきで
あるから、Ａの雇用契約上の権利を有
する地位の確認請求及び雇用契約上
の地位を前提にした本件解雇後の賃
金支払請求は理由がない。

Ａは、Ｂが主張する解雇事
由が認められる場合であっ
ても、Ａによる公益通報が解
雇の動機として含まれてい
るときには、労働者派遣法
49条の３及び労働基準法
104条に違反する不利益な
取扱いに該当すると解すべ
きであるなどと主張するが、
独自の見解であって採用す
ることができないとした。

－ － － 控訴 №52

60 平成29年６月７日 東京高裁 Ａ Ｂ法人（一
般社団法
人）

－ 労働者 － Ｂ法人の
監事

常務理事ら
のタクシー不
正利用

－ Ａからの情報
提供に と ど ま
り、公益通報者
保護法にいうと
ころの公益通報
にも公益通報者
に も 当 た ら な
い。

－ － － 配転命令 有効 Ａからの情報提供にとどまり、公益
通報者保護法にいうところの公益通
報にも公益通報者にも当たらない。
　よって、上記理由をもって、本件配転
命令が権利濫用に該当する余地はな
い。

－ － － － － －

61 平成29年７月13日 東京高裁 Ａ Ｂ１学校法
人
Ｂ２
Ｂ３
Ｂ４

－ 労働者 － Ｃ地方検
察庁

補助金の不
正受給を捜査
機関に告発
することなど
を断念するよ
う強要し、そ
の強要を事前
に共謀してい
たこと

Ａのした本
件告訴事実
（本件強要）
が真実である
とは認められ
ず、また、Ａに
本件告訴事
実が真実であ
ると信じるに
つき、相当な
理由があった
とも認められ
ない。

－ － － － 解雇 無効 本件懲戒解雇は、懲戒事由該当性
があるものの、相当性を欠くから、懲
戒権を濫用したものとして、労働契約
法15条により無効、Ａは、本件懲戒解
雇は、Ａがした補助金不正受給問題
に関する本件公益通報に対する対抗
措置にほかならない上、本件公益通
報とＡへの不利益な取扱いとの時間
的近接性等から、公益通報に対する
報復的な不利益な取扱いが疑われる
から、本件懲戒解雇は公益通報者保
護法３条に反して無効と主張するが、
本件告訴事実についての不起訴処分
の後、Ｂ１学校法人が、Ａに対する本
件懲戒委員会による懲戒手続を速や
かに行わなかったことには、一定の理
由が存するものと推認されるから、本
件懲戒解雇がＡに対する報復措置で
あるとまでは認めることができない。

－ － － － 上告 №54
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控訴
・
上告
等

関係
裁判
例

62 平成29年７月27日 東京高裁 Ｂ学校法
人

Ａ － 労働者 － Ｃ厚生局 Ｂ学校法人
にて虚偽の出
席簿が作られ
ている。

－ － － － ①懲戒解
雇
②普通解
雇

①無効
②無効

懲戒解雇事由の存在が認められ
ず、客観的に合理的な理由を欠く。

－ － － － － №48

63 平成29年９月19日 東京地裁 Ａ Ｂ社 Ｃ （ 支 店
長）

労働者 － （１ ）Ｄ協
会
（２）Ｂ社
内部通報
窓口

Ｃ支店長が
勧誘の際に
示 し て い た
「仮計算書」
の文言が、投
資信託が確
定分配金や
確定利回りで
ある旨誤解さ
れるおそれが
ある。

内容が不明
で、通報対象
事実として認
められない。

通報に使用し
た書類には、金
融商品取引法
違反の具体的
事実の記載が
全くなく、それを
推知するための
情報さえ記載さ
れていないた
め。

－ － － 解雇 有効 本件解雇は客観的合理性・社会通
念上の相当性が認められる。

不正の目的の有無の観点
からも検討するに、そもそも
本当に金融商品取引法違反
の勧誘を中止させようと思え
ば、Ｃ支店長が仮計算表を
顧客に示して確定利回りや
確定分配金であると誤解さ
せている旨を率直に指摘す
れば足りるはずであるのに、
Ａはこれをせずあえて不可
解な書面を送信していること
等から、上記一連のＦＡＸ送
信はＢ社に対する腹いせ又
はＣ支店長に対する嫌がら
せで行われているものと推
認される。したがって、「不正
の目的でなく」とはいいがた
い。

－ － － － －

Ｂが主張す
る不当な公益
通報のうち、
生徒重症化
事故を通報し
たことは不当
なものではな
く、その他にＢ
が主張する不
当な公益通
報をしたこと
を認めるに足
りる証拠はな
い。また、理
事会で成績
証明書に虚
偽記載がされ
ている旨の疑
義を示した事
実は認められ
るが、この問
題はＢ自身が
同年12月にＣ
厚生局に申
告する必要が
あると判断し
た問題であっ
て、上記理事
会での言動
が仮に公益
通報をするこ
とを示唆する
ものであった
としても、その
公益通報を不
当なものとい
うことはでき
ない。
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64 平成29年10月31日 東京地裁 Ａ Ｂ（都道府
県）

Ｃ社（ Bを
発注者 と
する事業
の下請会
社）

退 職 者
（退職後
何 か 月
か は 不
明）

Ｃ 社 の
退職者

Ｂの水道
局

不正工事 － － － － － － － － Ｂが、いかなる範囲の者を
公益通報者として取り扱うか
については、公益通報者保
護法を遵守している限り、そ
の裁量に委ねられており、
本件通報当時の本件要綱の
定めが上記裁量を逸脱する
ものではないというべきであ
る。立法論としては退職者に
対しても公益通報者保護法
の保護を与えるべきである
旨の報告もあることが認めら
れる。しかし、これらは、いず
れも事後的な改正あるいは
将来の立法論であって、本
件通報当時の本件要綱の定
めが上記裁量を逸脱するこ
とを根拠付けるものとはいえ
ない。

－ － － － －

65 平成29年12月13日 東京地裁 Ａ（医師、
副院長）

Ｂ１（国の
行政機関
の職員）
Ｂ２（都道
府県の職
員）

Ｃ（病院）
Ｄ（都道府
県）

労働者 － （ １ ） 国
（大臣）
（２）記者
会見

Ａの言論活
動に対する不
当な圧力をか
けている。

－ 本件文書の内
容のうち、Ｂ１に
よる原告Ａの言
論活動に対する
不当な圧力につ
いて国の行政機
関に対して調査
及び厳正な対処
を求めた旨の部
分についても、
公益通報者保
護法２条３項に
おける「通報対
象事実」には当
たらず、同法に
よる保護をＡが
受けるものとは
いえない。

－ － － 懲戒解雇 有効 ＡがＤ都道府県の行政やＢ２を非難
する内容の記事をメールマガジンに投
稿したことや国の行政機関に対して本
件文書を提出したことを理由として、Ａ
を懲戒解雇するか否かを決定するの
は、Ｃの懲戒委員会であって、Ｂ２がＡ
を懲戒解雇するように求めることに
よって、Ａが懲戒解雇されることになる
ものではないから、Ｂらの行為がＡの
権利又は法律上保護された利益を侵
害するものとはいえない。

－ － － － － －

66 平成29年12月21日 広島高裁
岡山支部

Ｂ大学（公
立大学法
人）
Ｂ１
Ｂ２
Ｂ３

Ａ Ｃ記者 労働者 － Ｂ大学
Ｃ記者（Ａ
は否認）

Ｂ大学入学
実技試験採
点結果の改ざ
ん

その一部に
真実とは認め
られない事実
を 含 む も の
の、受験生に
公開されてい
ない方法で採
点操作をする
という基本的
な事実が、公
益の面から公
開されてもや
むを得ないも
のとして真実
と 認 め ら れ
る。

－ － － － ①授業等
禁止命令
②停職 ３
か月

①有効
②違法

①本件情報提供は、その一部に真
実とは認められない事実を含むもの
の、基本的な事実が、公益の面から
公開されてもやむを得ないものとして
真実と認められるから、その重要部分
において違法とはいえない。
②このような本件情報提供をしたこ
とを内容とする非違行為を処分事由と
して、戒告、減給を選択することなくし
た本件停職処分は、相当と認められ
ない。

－ － － － － №57

67 平成30年３月27日 東京地裁 Ａ Ｂ社 Ｃ社（Ｂ社
子会社）

Ｃ 社 の
労働者

－ （１ ）Ｄ都
道府県労
働局
（２）Ｂ社
コ ン プ ラ
イアンス
本部

Ｄ都道府県
労働局に対し
ては偽装請
負の事実
Ｂ社コンプラ
イアンス本部
へは上司らか
ら暴力による
脅迫行為を受
けたこと、入
館カードの返
却を拒んだこ
とから業務命
令違反を認定
され降格及び
降給の懲戒
処分を受けた
こと、パワー
ハラスメント
の事実

－ ＡがＢ社コンプ
ライアンス本部
に対して行った
通報対象事実
は認められな
い。

－ － － － － － － － Ａは、Ｃ社がＢ社の解雇をすること
を止めさせることなく、放置したなど
と主張するが、別件訴訟で本件解雇
は有効であると判断されており、本
件解雇について、Ａが内部通報した
ことを理由に行われたことをうかが
わせる事実は認められず、Ａを解雇
する目的でＡの通報に対する調査が
行われたとの事実も認められない。

－ － №52
№59
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68 平成30年10月30日 和歌山地裁 Ａ Ｂ法人（医
療法人）

－ 労働者 － （１）Ｃ（都
道府県）
（２ ）Ｄ労
働基準監
督署

勤務実態が
ない職員を配
置しているか
のように記載
して不正請求
するなど介護
保険法違反、
労働基準法
違反の事実

是正勧告等
がなされてお
り真実である
と認められて
いる。

－ － － － 解雇 無効 本件解雇には客観的合理的な理由
がなく、社会通念上相当であるともい
えない。

－ － － － － －

69 平成30年11月29日 東京地裁 Ａ Ｂ社 Ｃ社（Ｂ社
の親会社）

労働者 － （１ ）Ｃ社
の法務責
任者、役
員ら
（２ ）Ｄ国
の証券取
引委員会

Ｂ社ないしＣ
社の内部統
制に問題があ
ること等

－ － － － － ①配置転
換
②懲戒解
雇
（ 普 通 解
雇）

①有効
②懲戒解
雇 は 無
効 、 普 通
解雇は有
効

①について、本件配置転換の前後
において、Ａの職位や年俸は維持され
ており、転居が必要となったといった
事情も認めることができないなどか
ら、本件配置転換がＢ社の不当な動
機又は目的によるものとは解し難い。
ＡがＤ国証券取引委員会に公益通報
した時期よりも、Ｂ社からＡに営業部
への復帰が難しい旨が伝えられた時
期の方が早いことに照らしても、本件
配置転換が当該公益通報に対する報
復人事であるとは認めることができな
い。

－ － 約10か月という期間のみから、本
件自宅待機命令がＢ社の嫌がらせ
の意図に基づくものであったと推認
することはできないし、他にＢ社によ
る嫌がらせの意図を推認させるよう
な事情も見当たらない。したがって、
本件自宅待機命令については、Ａに
対する懲戒事由の調査のために発
せられたものであり、Ｂ社による嫌が
らせの意図によるものであったとは
認めるに足りないから、不法行為責
任が成立するということはできない。

ＡのＢ社に対す
る損害賠償請求
棄却

控訴 －

70 令和元年８月８日 京都地裁 Ａ Ｂ（市区町
村）

－ 労働者 － Ｂ市区町
村の公益
通報窓口

Ｂの児童養
護施設で起き
たと疑われる
被措置児童
虐待の不祥
事について、
同児童相談
所が適切な
対応を採って
いなかったと
の認識を有し
たことから、こ
れ を問題視
し、Ｂ市区町
村の公益通
報窓口に対し
て二度にわた
り、いわゆる
公益通報を
行った。

－ － 虐待を受け
たとされる児
童 の 記 録
データを出力
して複数枚複
写し、そのう
ちの１枚を自
宅へ持ち出し
た上に無断で
廃棄。

違法性は阻
却されず懲戒
事由に該当
する。

非公開情報であ
る本件複写記録を
職場外に持ち出し
たものであって、
本件管理基準７条
に違反することは
明らかである。
記録データの自
宅への持ち出し行
為は、内部通報を
行う上で不可欠な
行為であったとは
いえず、また、同
内部通報に付随
する証拠の保全
行為としての意味
合いを有していた
としても、必ずしも
自宅に持ち出す
必要性までは認
められない。

懲戒処分
（ 停 職 ３
日）

無効 「内部告発に対する報復」といった不
当な目的ないし動機をもってされた処
分であるとの評価はできないものの、
過去の懲戒処分とされた懲戒事例と
の比較において、本件持出し行為を
行ったＡに対する懲戒処分として、停
職３日とする本件懲戒処分を選択す
ることは、重きに失するものといわざ
るを得ず、本件懲戒処分は、社会観
念上著しく妥当を欠き、その裁量権を
逸脱又は濫用した違法がある。

－ － － － 控訴 №72

71 令和２年３月３日 東京地裁 Ａ Ｂ１社（派
遣元）
Ｂ２社（派
遣先）
Ｂ３～５（Ｂ
２社役員）

－ 派 遣 労
働者

－ 社外ホッ
トライン窓
口

女性従業員
ら３名を参加
者とする懇親
会を企画し、く
じ引きをさせ
たこと及びＡ
の肩に手を回
す 等が セ ク
シャルハラス
メントに該当
する。

真実 － 懇親会等に
関する電子
メール及び社
内規程の電
子デー タ の
メール送信

争点は組合
結成メールの
送信が就業
規則に違反
する行為と認
定 さ れ て お
り、持出しに
ついては明確
な判断なし。

－ 労 働者
派遣契約
を更新しな
かった。

有効 派遣労働者の交代要請、Ａの出勤
停止及び本件労働者派遣契約の不
更新は、不当労動行為意思に基づくも
のと認めることはできない。

－ － Ｂ２社及びＢ１社の就業環境配慮、
整備義務違反は認められない。

手を肩に回した
等につき５万円
の慰謝料、くじ引
きがＡの人格権
を侵害する違法
行為として５万円
の慰謝料

控訴 №80

72 令和２年６月19日 大阪高裁 Ｂ（市区町
村）

Ａ － 労働者 － Ｂ市区町
村公益通
報処理窓
口

Ｂ市区町村
の児童養護
施設で起きた
ことが疑われ
る被措置児童
虐待の不祥
事について、
児童相談所
が適切な対
応を採ってい
なかった事実

－ － 虐待を受け
たとされる児
童 の 記 録
データを出力
して複数枚複
写し、そのう
ちの１枚を自
宅へ持ち出し
た上に無断で
廃棄。

違法性は阻
却されず懲戒
事由に該当
する。

原審の判断を是
認。

懲戒処分
（ 停 職 ３
日）

無効 原審の判断を是認。 － － － － 上告 №70
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73 令和２年11月11日 熊本地裁 Ａ Ｂ（都道府
県）

－ 労働者 － 新聞社 学力検査の
集計に知的
障害のある児
童を欠席扱い
とした不正行
為

送付したＵＳ
Ｂメモリーか
らは通報内容
が特定できな
い。

－ 他の教諭が
使用していた
ＵＳＢメモリー
２つを外部に
持ち出した。

嫌がらせ目的
である。

ＵＳＢメモリーの
持出し行為は、学
力調査のデータが
含まれておらず、
目的は嫌がらせと
認定した。

①懲戒免
職処分
②退職手
当全部不
支給処分

① ② と も
適法

嫌がらせ目的での行為であると判断
した。

－ － － － －

74 令和２年11月12日 東京地裁 Ａ１
Ａ２

Ｂ １ 法 人
（ 学 校 法
人）
Ｂ２（Ｂ１法
人の常任
理事）

Ｃ （ 准 教
授）

労働者 教授 Ｂ１法人
の理事長
監査室長

准教授Ⅽが
二重投稿、二
重掲載を多数
回 行 っ た こ
と。

二重投稿は、
Ｂ１法人が定め
る本件行動規範
において研究者
がしてはならな
い行為としたも
のであるから、
Ｂ１法人の諸規
定に違反する行
為又はそのおそ
れのある行為と
いえ、本件公益
通報は、本件公
益通報規程に
基づく公益通報
に当たる。

－ － － 戒告 無効 Ｂ１法人は通報対象事実の存否を
検討することなく公益通報が不正目的
をもってされたものとして保護の埒外
とした判断は根拠があると言い難い。

Ｂ１法人は、本件行動規範
が平成26年に制定されたこ
とから、それ以前の二重投
稿は本件公益通報規程の対
象ではない旨主張するが、
これらの制定の前から、二
重投稿が不正行為であると
指摘されていたことに照らせ
ば、本件公益通報が通報対
象とする平成22年より前の
二重投稿も、「Ｂ１法人の諸
規定に違反するおそれのあ
る行為」に当たるから、本件
公益通報規程の保護の対象
外とはいえない。

－ 本件各処分は違法であり、これに
よりＡらは精神的苦痛を受けたと認
められるところ、Ｂ１法人には、十分
な調査をせず、懲戒事由を認定し本
件各処分を行ったことにつき、少なく
とも過失が認められ、本件各処分に
ついて、Ｂ１法人には不法行為が成
立する。

Ｂ１法人のＡら
に対する損害賠
償として各50万
円、弁護士費用
として各10万円

控訴 №81

75 令和２年12月３日 神戸地裁 Ａ Ｂ １ 法 人
（社会福祉
法人）
Ｂ２
Ｂ３
Ｂ４（都道
府県）
Ｂ５（市区
長村）

－ 労働者 － Ｂ１法人
Ｂ４
Ｂ５
国の行政
機関

ニードル共
用の危険性
に鑑みれば、
本件施設は
ニードルを個
人管理にす
べ き で あ る
し、またこの
ような劣悪な
環境に障害
者を置いてい
たのであるか
ら、Ｂ１法人
は、ニードル
作業従事者
に対して必要
な情報を提供
して血液検査
を受けさせる
べき義務が
あった。

－ 公益通報者保
護法３条１号、２
号の公益通報
に該当するとし
ても、その時点
では、本件施設
の施設利用者
である障害者が
ニードル作業に
より感染する危
険性はなくなっ
ているのである
から、Ｂ１法人
の業務上過失
傷害罪に当たる
事実がまさに生
じようとしていた
ものとは解され
ない。

－ － － 解雇 無効 Ａは、ニードル作業関係者に対する
血液検査が必要であり、Ｂ１法人は説
明責任を果たしていないと考えていた
ものであり、上記の書面提供について
も、客観的には障害者虐待防止法や
公益通報者保護法の定める通報の要
件を充たさないとしても、Ａの主観的
には、これらの法律上の通報であると
の認識で行ったものである。そして、
本件書面について問題点が指摘され
たり、氏が記載された本件施設利用
者又はその家族から苦情が寄せられ
た形跡が証拠上見当たらないことを併
せ考慮すると、本件書面の提供が個
人情報保護上の問題を含むとしても、
これを労働者の非違行為として重く評
価することは相当ではない。

－ － － － － －

76 令和３年３月３日 東京地裁 Ａ Ｂ１ （ Ｅ社
の部長）
Ｂ ２ （ Ｅ社
の参与）

Ｃ社（派遣
元）
Ｄ社（派遣
先）

労働者 Ｃ社と
雇 用 契
約 締 結
しＤ社に
派 遣 さ
れ、Ｄ社
の 業 務
委 託 先
Ｅ 社 の
業 務 を
行ったこ
とがあっ
た。

Ｆ都道府
県労働局

職業安定法
44 条に違反
す る 派 遣 を
行っている。

－ － － － － 雇用契約
の終了

有効 ＡがＤ社における業務が終了したの
はＣ社からの申入れであり、Ｃ社自ら
の判断であったことが窺われる。

－ － ＡのＢに対する損害賠償請求を棄
却した。

－ － －

本件出来事
はいずれも真
実であると認
め ら れ 、 ま
た、Ｃの業績
が二重投稿と
はいえないと
しても、これを
二重投稿と判
断した上本件
出来事が真
実であると信
じたことには
相当の理由
があるといえ
るから、Ａら
が、本件出来
事を虚偽であ
るにもかかわ
らず、それを
知りながら報
告ないし記載
したと認める
ことはできな
い。
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77 令和３年３月18日 東京地裁 Ａ１
Ａ２

Ｂ宗教法
人

－ 労働者 － （１）Ｂ法
人の理事
ら
（２ ）Ｃ都
道府県警
警察

Ｂ法人が職
舎を廉価で売
却した行為が
背任行為に
当たる。

背任行為の
事実関係のう
ち主要な部分
について真実
であるとは認
め ら れ な い
が、真実と信
じるにつき相
当な理由があ
る。

背任行為は通
報対象事実足り
得る（本件では
背任行為に関
する事実関係は
認められない）。

警察官に対
する資料提
供。

違法性が阻
却される。

真実と信じるに
足りる相当の理由
があり、不正の目
的はなく、手段も
相当であるので公
益通報者保護法
の趣旨などに照ら
し違法性が阻却さ
れ懲戒すべき行
為に当たらない。

①Ａ１に対
し て 懲 戒
解雇
②Ａ２に対
し降格・減
給処分

①無効
②無効

Ａ１の通報行為は真実と信じるに足
りる相当の理由があったといえ、Ｂ１
法人の評議員の多数決によって選ば
れる総長の地位について、多数派を
形成し選挙で人事を一新しようとする
ことは正当であり、不正な利益を得る
目的、他人に損害を与える目的、その
他不正の目的であるとはいえず不正
の目的もない。通報した手段も相当で
あるので公益通報者保護法の趣旨な
どに照らし違法性が阻却され懲戒す
べき行為に当たらない。

①通報内容が真実か、又
は真実と信じるに足りる相当
な理由があり、②通報目的
が不正でなく、③通報手段
が相当である場合には、当
該行為がＢ１法人の信用を
毀損し、組織の秩序を乱す
ものであったとしても、懲戒
事由に該当せず又は該当し
ても違法性が阻却される。
また、①～③全てを満たさ
ず懲戒事由に該当するに場
合でも、①～③の成否を検
討する際に考慮した事情に
照らして、選択された懲戒処
分が重すぎるというときは、
労働契約法15条にいう客観
的合理的な理由がなく、社
会通念上相当性を欠くた
め、懲戒処分は無効となると
解すべき。

－ － － 控訴 №84

78 令和３年３月23日 東京地裁 Ａ Ｂ１社
Ｂ２（社員）
Ｂ３（支社
長）
Ｂ４（社員）

Ｃ （ Ｂ ２の
秘書）

労働者 － Ｂ１社執
行役員Ｄ

社内規定違
反及びテレア
ポ問題

－ － － － － Ｂ３にお
いて、Ａが
盗聴・秘密
録音をして
い る と の
虚偽の情
報をＢ２及
び Ｃ に 伝
達し、Ｂ２
において、
Ａが盗聴・
秘密録音
をしている
ような絵を
社内に掲
示した。

－ － － － － ＢらのＡに対す
る損害賠償とし
て80万円

控訴 －

79 令和３年３月30日 東京地裁 Ａ Ｂ（医療法
人）

－ 労 働 者
兼理事

－ Ｂ 国の行政機
関に虚偽の
説明をして診
療報酬の返
還を免れた事
実

－ － － － － 懲戒解雇 有効 Ａが公益通報通知をする４か月前か
ら既に懲戒処分のための弁明の機会
が付与されており、Ａに対する懲戒処
分を検討していたのであるから、本件
懲戒解雇が本件公益通報通知と近接
された時期にされたことをもって、本件
懲戒解雇が本件公益通報通知を理由
としてされたものと推認することはでき
ない。

－ － － － － －
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80 令和３年５月13日 東京高裁 Ａ Ｂ１社（派
遣元）
Ｂ２社（派
遣先）
Ｂ３から５
（Ｂ２社役
員）

Ｃ （ Ｂ ２社
の執行役
員）

派 遣 労
働者

－ 社外ホッ
トライン窓
口

女性従業員
ら３名を参加
者とする懇親
会を企画し、く
じ引きをさせ
たこと及びＡ
の肩に手を回
す 等が セ ク
シャルハラス
メントに該当
する。

真実 非該当 － － － 労働者
派遣契約
を更新しな
かった。

有効 派遣労働者の交代要請、Ａの出勤
停止及び本件労働者派遣契約の不
更新は、不当労動行為意思に基づくも
のと認めることはできない。

－ － 派遣労働者の出勤停止及び本件
労働者派遣契約の不更新は、不当
労動行為意思に基づくものと認める
ことはできないから、派遣労働者の
人Ｂ２社に対する不当労働行為を理
由とする請求は理由がなく、また、Ｂ
１社に対する派遣労働者の交代要
請、派遣労働者に対する出勤停止
及び本件労働者派遣契約の不更新
には、本件組合を弱体化させるなど
の意図があったとは認められないか
ら、仮にＢ２社の各行為がＢ２社の
専務執行役員の地位にあるＣの指
示に基づくものであったとしても、Ｃ
による不法行為が認められる余地
はない。

－ №71

81 令和３年７月28日 東京高裁 Ｂ １ 法 人
（ 学 校 法
人）
Ｂ２（Ｂ１の
常任理事）

Ａ１
Ａ２

Ｃ （ 准 教
授）

労働者 － （１）Ｂ１法
人の理事
長
（２）監査
室長

Ｃ准教授の
業績が二重
投稿されてい
ること

通報対象事
実が真実でな
いとは認めら
れない。

二重投稿と疑
われる行為がな
い と はい え な
い。

－ － － 戒告 Ａ１につ
き、却下
Ａ２につ
き、無効

Ｂ１法人は通報対象事実の存否を
検討することなく公益通報が不正目的
をもってされたものとして保護の埒外
とした判断は根拠があるとは言い難
い。
Ａ１の戒告処分無効確認請求に係る
訴えは、確認の利益が認められない
（Ａ１が退官しているため）。
Ａ２の戒告処分無効確認請求は理
由がある。

－ － － Ａらそれぞれ慰
謝料60万円

－ №74

82 令和３年７月28日 東京地裁 Ａ Ｂ社 － 労働者 － 親会社Ｃ
社ＣＥO等

Ｂ社に不正
会計及び粉
飾決算の疑
いがある。

粉飾決算が
行われている
と信じるに足
りる相当の理
由を基礎付け
る証拠はな
い。

粉飾決算が生
じ、又は生じよう
としていることは
認められない。

－ － － 解雇 有効 解雇はＢ社としてＡの雇用の継続の
ために可能な限りの努力をしたにもか
かわらず、原告Ａを解雇せざるを得な
かったといえるから、労働契約法17条
所定の「やむを得ない事由」があった
というべきである。

公益通報者保護法３条１
号の公益通報は労務提供先
に行うことが要件とされてい
るところ、Ａはメールを（親会
社である）Ｃ社の役員らに送
信しており、上記行為は公
益通報者保護法３条１号に
該当しない。
公益通報者保護法３条３
号の公益通報は、その者に
対し当該通報対象事実を通
報することがその発生又は
これによる被害拡大を防止
するために必要であると認
められる者に対する公益通
報であることが要件とされて
いるところ、メールのＣＣに
入っている者のうち特に関
連子会社の者が上記の要件
を満たすか疑問である。

－ － － － －

83 令和３年９月８日 千葉地裁 Ａ１
Ａ２

Ｂ１社
Ｂ２
Ｂ３

－ 労働者 － 内部通報
制度の社
外相談窓
口

Ｂ１社の代
表取締役が
従業員に対し
て罵詈雑言を
言ったり叱責
したりしてい
ること及びそ
の通報の報
復により異動
となったこと。

本件通報に
中心的に関
与した従業員
に対し、一連
の不利益な
取扱いを行っ
ていたことが
相当程度推
認される。

－ － － － 降職
配置転換

いずれも
無効

通報に対する制裁あるいは退職に
追い込もうとする不当な目的で行われ
たものと推認される。

－ － 代表取締役の行為は従業員であ
るＡ１らに対して業務上の命令又は
指示を発したものであって不法行為
責任は認められない。

－ － －

本件くじ引き
は、費用や労力
の拠出を強いる
外れくじだけでは
なく、その余のく
じにおいても、業
務外の私事への
参加にとどまら
ず、この参加に
長時間かつ複数
回にわたる男性
役員の同伴を必
須の条件とする
点で、本件くじを
引いた女性従業
員によっては、男
性役員から何ら
かの性的言動を
受けるのではな
いかという疑念を
生じさせるものと
して不法行為法
上も違法であり、
慰謝料５万円を
もって相当と認め
る。
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84 令和３年９月16日 東京高裁 Ｂ宗教法
人

Ａ１
Ａ２

－ 労働者 － （１）Ｂ法
人の理事
ら
（２ ）Ｃ都
道府県警
警察官

Ｂ法人の総
長らが職舎を
廉価で売却し
た行為が背
任行為に当た
る。

Ａ１につき、
本件当時の
状況からＢ法
人の総長らが
本件売買に
関して背任行
為を行ったと
の事実を真実
と信じたこと
には相当な理
由がある。

背任行為は通
報対象事実足り
得る（本件では
背任行為に関
する事実関係は
認められない）。

警察官に対
する資料提供

違法性が阻
却される

真実と信じるに
足りる相当の理由
があり、不正の目
的はなく、手段も
相当であるので公
益通報者保護法
の趣旨などに照ら
し違法性が阻却さ
れ懲戒すべき行
為に当たらない。

①Ａ１に対
し て 懲 戒
解雇
②Ａ２に対
し降格・減
給処分

①無効
②無効

Ａ１の通報行為は真実と信じるに足
りる相当の理由があったといえ、Ｂ法
人の評議員の多数決によって選ばれ
る総長の地位について、多数派を形
成し選挙で人事を一新しようとするこ
とは正当であり、不正な利益を得る目
的、他人に損害を与える目的、その他
不正の目的であるとはいえず不正の
目的もない。通報した手段も相当であ
るので公益通報者保護法の趣旨など
に照らし違法性が阻却され懲戒すべ
き行為に当たらない。

【通報目的】
Ａ１には多数派を形成して
人事を一新する目的があっ
た。組織を破壊するなどの
不正の目的があったとは認
められない。

【通報手段】
内部において不正行為の
是正に向けた努力をするこ
となく、告発文書が広く伝播
するに任せたと評価すること
はできない。

－ － － 上告 №77

85 令和３年10月１日 東京地裁 Ａ Ｂ（都道府
県）

－ 通報者 － Ｃ都道府
県教育委
員会の公
益通報窓
口

教育委員会
の報告が虚
偽公文書作
成である。
教育委員会
の回答が虚
偽である。
Ｄ小学校の
安全配慮義
務違反につい
て、など。

－ － － － － － － － － － 通報者が、通知内容等について納
得ができないからといって、更に担
当弁護士あるいは関係部署等に対
して、説明を求めることができる法的
根拠は明らかでない。
Ａへの対応として、本件要綱にお
いて求められる以上の十分なもので
あったといえ、その後、Ａの更なる説
明要求に応じなかったことが違法で
あるといえないことは明らかである。

－ － －

86 令和３年10月18日 東京地裁 Ａ Ｂ１社
Ｂ２
Ｂ３
Ｂ４
Ｂ５

Ｃ社（Ｂ社
の子会社）

Ｃ 社 の
労働者

－ Ｃ社の親
会社であ
る Ｂ １ 社
の内部通
報窓口

Ａの解雇手
続にコンプラ
イアンス上の
問題がある。
Ｃ社を相手
とする労働調
停手続でＣ社
から虚偽の説
明、事実の歪
曲、根拠に乏
しい証拠が提
出 さ れ て い
る。

－ － － － － 解雇 不利益
な取扱い
ではない

Ｂ１社と雇用関係があったと認める
ことはできないし、Ｂ１社の事業の執
行として本件解雇等を行ったと認める
こともできない。

－ － － － －Ｂ１社は、本件
内部通報制度を
はじめとする施
策を、Ｂ１社とそ
の子会社等から
なる企業集団に
おける内部統制
の有効性を高め
る施策として位
置付け、Ｂ１社の
みならず、Ｂ１社
の子会社におい
ても周知され、Ｂ
１社の子会社の
従業員も本件内
部通報制度を利
用することができ
るものとされてい
たことを前提とす
ると、本件内部
通報制度の枠組
みの範囲内で適
切に対応する信
義則上の義務を
負うものというべ
きであるが、上記
事実経過によれ
ば、Ｂ１社が第１
回通報に適切に
対応すべき信義
則上の義務に違
反したとは認めら
れない。
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87 令和３年10月22日 福岡地裁 Ａ１
Ａ２
Ａ３
Ａ４
Ａ５
Ａ６
Ａ７

Ｂ１
Ｂ２
Ｂ３

－ 労働者 － コンプラ
イアンス
統括部に
設置され
た内部通
報窓口

Ｂ１の子で
ある郵便局長
のコンプライ
アンス違反行
為。

内部通報の
一部について
は事実の可
能性が高いと
されたが事実
関係の確定
に至らず。

－ － － － ①本件
内部通報
に関与 し
たか否か
の回答を
強要したこ
と
② 郵 便
局長会か
ら除名す
るなどした
行為

いずれも
違法

①通報者の人事評価等に権限を有
し、上記会社における人事に相当程
度の影響力を有していた者が、上記
通報者を特定しようとする行為は、違
法性がある。
②（郵便局長会から除名する旨の議
題を提出することは）疎外感を感じさ
せ、仕事上の支障を生じさせようと仕
向けることと同視するのが相当であり
違法性がある。

－ － － － － －

88 令和４年４月14日 横浜地裁 Ａ１
Ａ２

Ｂ社 － 労働者 － Ｃ都道府
県警

パチンコ台
の不正操作

－ Ａらが撮影し
た動画は風営
法20条10項の
準用する同法９
条１項違反、同
法違反の犯罪
構成要件に該
当するので通報
対象事実に該
当する。

撮影動画の
持出し

－ － 減給処分
整理解雇

解雇無
効
減給処
分無効

整理解雇は解雇回避努力が尽くさ
れておらず、人選も合理性なく手続も
相当性を欠く、そのため整理解雇は無
効。普通解雇は、Ａらの告発をもって
解雇することは公益通報者保護法に
基づき許されない。

－ － － － － －
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